
九州女子大学学則 

○九州女子大学学則（案）
昭和37年学園規則第１号 

施  行：昭和37年４月１日 

最終改正：令和５年４月１日 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 本学は、教育基本法に則り学校教育法の定めるところにより広く知識を授

けると共に、深く専門の学術を教授研究し、応用的能力展開と人格の完成に努め、

我が国の文化の高揚発達に貢献する高い知性と豊かな情操を有する女性の育成を目

的とする。 

（自己評価） 

第２条 本学は、その教育水準の向上を図り、本学の設置目的並びに社会的使命を

達成するため、本学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う。 

２ 点検及び評価を行うに必要な事項は、別に定める。 

第２章 組織 

 （学是） 

第３条 本学は、建学の精神「自律処行」、すなわち自らの良心に従い事に処し善

を行うことを学是とし、この学是に則り、自ら立てた規範に従って、自己の判断と

責任の下に行動できる強くてしなやかな女性を育成する。 

（家政学部の人材養成及び教育研究上の目的） 

第３条の２ 家政学部は、学是「自律処行」の理念に立脚し、共生・健康・福祉の 

視点から、教育・研究を行い、各専門分野の知識・技術と幅広い教養を身につけ、 

社会に貢献できる豊かな人間性と倫理性を備えた人材を養成するため、学科の教育 

目標を次のとおりとする。 

(１) 人間生活学科は、人間の生活を、共生と再生の観点から、生活経営、情報を

基礎として、衣・食・居住環境の各領域から科学的に解明できる素養をもった人

材の育成を目的とする。 

(２) 栄養学科は、食と栄養に関する高度な専門性と広い視野を備え、人々の健

康と福祉に貢献できる人間性豊かな管理栄養士の育成を目的とする。 

（人間科学部の人材養成及び教育研究上の目的） 

第３条の３ 人間科学部は、学是「自律処行」の精神に基づき、子どもの教育及び

発達支援に関する学問領域と人間の心理・文化に関する学問領域において専門的教
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育・研究を行い、各専門分野の知識・技能と幅広い教養を身に付け、社会に貢献で

きる、豊かな人間性と高い倫理性を備えた人材を養成するため、学科の教育目標を

次のとおりとする。 

(１) 人間発達学科は、人間が豊かに暮らす社会・文化を創造する広い視野と学際

的教養及び人間の発達についての専門的知識と技能を身につけ、乳幼児から高齢

者に至るまで全世代の人々、及び障害者が豊かに共生しうる地域社会を創造・実

現していく専門的職業人を育成することを目的とする。 

人間発達学科の教育目標を実現するために、学科に「人間発達学専攻」を置き、

教育目標を次のとおりとする。 

イ 人間発達学専攻は、多様な人間の発達及び対人援助について専門的知識と技

能を身につけ、発達諸問題に対応できる柔軟で創造的な人材の育成を目的とす

る。 

(２) 心理・文化学科は、人間の心理と文化に関する専門性と広い視野を有し、

社会に貢献できる、豊かな人間性と高い倫理性を備えた人材の育成を目的とする。 

（学部、学科、専攻及び定員） 

第４条 本学に設置する学部、学科及び専攻の定員は、次のとおりとする。 

（事務組織） 

第５条 本学に、事務局、教務部及び学生部を置く。 

２ 事務局、教務部及び学生部の組織については、別に定める。 

（附属施設） 

第６条 本学に、次の附属施設を置く。 

(１) 九州女子大学附属図書館

(２) 九州女子大学附属折尾幼稚園

(３) 九州女子大学附属自由ケ丘幼稚園

(４) 九州女子大学附属鞍手幼稚園

学   部 学 科・専 攻 入学定員 収容定員 

家政学部 

人間生活学科 40名 160名 

栄養学科 90名 360名 

人間科学部 

人間発達学科 

人間発達学専攻 
130名 520名 

心理・文化学科 90名 360名 
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(５) 九州女子大学学術情報センター

(６) 九州女子大学地域教育実践研究センター

(７) 九州女子大学共通教育センター

２ 各附属施設に関する事項は、別に定める。 

第３章 教職員組織 

 （教職員） 

第７条 本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びそ

の他の職員を置く。 

第４章 教授会及び評議会 

 （教授会） 

第８条 本学に教授会を置く。 

２ 本学における教授会とは、学部教育運営委員会、全学教育運営委員会、教員人事

計画委員会及び入学試験委員会をいう。 

３ 前項の委員会に関する事項は、別に定める。 

第９条 削除 

（評議会） 

第１０条 本学に学長の意思決定を補佐する機関として評議会を置く。 

２ 評議会に関する事項は、別に定める。 

第１１条 削除 

第５章 学年・学期及び休業 

（学年） 

第１２条 学年は、４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第１３条 学年を分けて次の２期とする。 

  前期 ４月１日から９月30日まで 

  後期 10月１日から翌年３月31日まで 

２ 学長が特に必要と認めた場合は、前項に定める学期の開始日及び終了日を変更す

ることができる。 

（休業日） 

第１４条 学年中の定期休業日を次のとおり定める。 

(１) 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日 

(２) 春 期 休 業  ４月１日から４月３日まで 
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(３) 夏 期 休 業  ７月22日から９月22日まで 

(４) 冬 期 休 業  12月24日から翌年１月７日まで 

  ただし、休業日でも実習を課し、又は特別講義を聴講させることがある。 

２ 学長が特に必要と認めた場合は、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時に休業

日を定めることができる。 

第６章 修業年限及び在学期間 

 （修業年限） 

第１５条 修業年限は４年とする。 

（在学期間） 

第１６条 在学期間は、８年を超えることができない。ただし、第21条、第22条、

第23条及び第24条の規定により入学した学生は、第26条により定められた在学すべ

き年数の２倍に相当する年数を超えて在学することができない。 

第７章 入学 

 （入学の時期） 

第１７条 入学の時期は、原則として学期の初めとする。 

 （入学の資格） 

第１８条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 

(１) 高等学校卒業者

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によ

りこれに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者 

(４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者 

(５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること、その他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者

(７) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第2条の規定による廃止前の大

学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格

した者を含む。） 

(８) 本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力
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があると認めた者 

 （入学者の選考） 

第１９条 本学の入学志願者に対して選抜試験を行う。 

２ 入学志願者は、入学志願書等必要書類に入学検定料を添えて所定の期日までに提

出しなければならない。 

 （入学の許可等） 

第２０条 選抜試験に合格した者は、指定の期日までに所定の学納金を納め、保証

人連署の誓約書その他所定の書類を提出しなければならない。 

２ 前項の手続きが終了した者に学長は、入学を許可する。 

 （学士入学） 

第２１条 次の各号の一に該当する者については、学長が入学試験委員会の意見を

聴いて、入学を許可する。 

(１) 本学の１学科又は専攻課程を卒業し、さらに他の学科又は専攻課程に入学を

志願する者 

(２) 他の大学を卒業し、本学に入学を志願する者

 （編入学） 

第２２条 次の各号の一に該当する者については、学長が入学試験委員会の意見を

聴いて、入学を許可することができる。 

(１) 大学に２年以上在学し、本学の定める単位を修得した者

(２) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

(３) 外国において、学校教育における14年以上の課程（日本における通常の課程

による学校教育の期間を含む。）を修了した者 

(４) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他文部科学大臣の

定める基準を満たす者に限る。）を修了した者で、学校教育法第90条に規定する

大学入学資格を有する者 

(５) その他本学において前各号に規定する者と同等であると認めた者

２ 編入学に関する必要な事項は、別に定める。 

（転入学） 

第２３条 他の大学から本学に転入学を希望する者については、学長が入学試験委

員会の意見を聴いて、入学を許可することができる。 

 （再入学） 

第２４条 第41条の規定により退学した者が再入学を願い出たときは、学長が入学

試験委員会の意見を聴いて、入学を許可することができる。 
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２ 再入学に関し必要な事項は、別に定める。 

 （転部、転科） 

第２５条 転部、転科に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

（学士入学者、編入学者、転入学者、再入学者及び転部・転科の単位の認定及び在

学年数の認定） 

第２６条 第21条、第22条、第23条、第24条又は第25条の規定により、学士入学、

編入学、転入学、再入学、又は転部・転科を許可された者の既に履修した授業科目

及びその単位数の取扱い、並びに在学すべき年数については、学長がこれを定める。 

第８章 教育課程及び履修方法 

 （授業科目） 

第２７条 授業科目を総合共通科目、専門教育科目、自由選択科目及び留学生特別

科目に分けて開設する。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表１から別表６、別表10及び別表11のとおりと

する。 

第２８条 前条に定めるもののほか、教職に関する専門教育科目を置く。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表７、別表７の２及び別表８のとおりとする。 

第２９条 第27条に定める自由選択科目には、図書館司書に関する専門教育科目、

学校図書館司書教諭に関する専門教育科目及びK-CIP科目を置く。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表９及び別表10のとおりとする。 

 （授業期間） 

第３０条 １年間の授業を行う期間は、試験等の期間を含め35週にわたることを原

則とし、各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。た

だし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の

期間において授業を行うことができる。 

（単位の計算） 

第３１条 １単位は、授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する

ことを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要

な学修を考慮して、次のとおり単位数を定める。 

(１) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって１単位とする。

(２) 実験及び実習並びに実技については、30時間から45時間の授業をもって１単

位とする。 

(３) 前各号の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、その学修の

成果を評価するものとし、所定の単位を与える。 
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（多様なマルチメディアによる授業の方法） 

第３１条の２ 本学は、文部科学大臣が定めるところによって、第31条に規定する

講義、演習、実験、実習又は実技による授業を、多様なマルチメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、60単位を超えないものとする。 

（履修方法） 

第３２条 授業科目は、各年次に配当する。学生は、原則として各年次に配当され

た授業科目を履修するものとする。 

２ 学生は、履修しようとする授業科目を毎学期始めの指定の期日までに履修申告し

なければならない。 

（単位の認定） 

第３３条 各授業科目の単位の認定は、試験又はこれに代わるべきものによるもの

とし、合格した者に対して所定の単位を与える。 

２ 前項の試験等の成績の評価は、秀・優・良・可・不可とし、秀・優・良・可を合

格とする。 

３ 成績評価等については、別に定める。 

（他の学部又は学科の授業科目の履修） 

第３４条 学生は、他の学部又は学科の授業科目の履修及びその単位を取得するこ

とができる。 

２ 学生は、全学の授業科目の中から指定された特定分野の授業科目を副専攻科目と

して、別に定めるところにより履修することができる。 

（他の大学又は短期大学の授業科目の履修） 

第３５条 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益と

認められるときは、学長は許可することができる。 

２ 前項の規定により許可を受けて履修した授業科目の単位等について60単位を超え

ない範囲で、本学において履修したものとみなすことができる。 

３ 前２項の規定は、学生が外国の大学等の教育施設に留学する場合に準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３６条 学生が短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学

大臣が別に定める学修を受けることが教育上有益と認められるときは、学長は許可

することができる。 

２ 前項の規定により許可を受けて履修した授業科目及びその単位数は、前条第２項

及び第３項により修得した単位数と合わせて60単位を超えない範囲で、本学におい
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て履修したものとみなすことができる。 

３ 第１項の規定により許可を受けて大学以外の教育施設等で履修した期間は、第15

条に定める修業年限に含めるものとする。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第３７条 学生が本学に入学する前に大学又は短期大学等において履修した授業科

目の修得単位を教育上有益と認められるときは、入学した後の本学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により修得したものとみなし、与えることのできる単位数は、編入学、転入

学等の場合を除き、第35条第２項及び第３項並びに前条第２項により本学において

履修したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

（教育職員の免許状取得） 

第３８条  教育職員免許状を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法律第

147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める単位数

を修得しなければならない。 

２  本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。 

学   部 学科・専攻 免許状の種類 

家政学部 
人間生活学科 

中学校教諭一種免許状「家庭」 

高等学校教諭一種免許状「家庭」 

栄養学科 栄養教諭一種免許状 

人間科学部 

人間発達学科 

人間発達学専攻 

小学校教諭一種免許状 

幼稚園教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

心理・文化学科 

中学校教諭一種免許状「国語」 

高等学校教諭一種免許状「国語」 

高等学校教諭一種免許状「書道」 

３ 前項に定めるもののほか授業科目及び単位の修得方法については、別に定める。 

４ 人間科学部人間発達学科人間発達学専攻に在籍する者は、原則として幼稚園教諭

一種免許状又は小学校教諭一種免許状を取得しなければならない。 

 （保育士の資格取得） 

第３８条の２ 人間科学部人間発達学科人間発達学専攻において、保育士の資格を

得ようとする者は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）及び児童福祉法施行規則

（昭和23年厚生省令第11号）に定める単位数を修得しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、授業科目及び単位数については別に定める。 
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 （保育士の養成人数） 

第３８条の３ 前条に定める保育士養成人数は100名とする。 

 （栄養士の免許証取得） 

第３９条 栄養士の資格を得ようとする者は、家政学部栄養学科に在籍し、栄養士

法（昭和22年法律第245号）及び栄養士法施行規則（昭和23年厚生省令第２号）に

定める単位数を修得しなければならない。 

（図書館司書及び学校図書館司書教諭の資格取得） 

第４０条 図書館司書の資格を得ようとする者は、第27条に規定する授業科目につ

き第47条に規定する単位数のほか、第29条別表に定める図書館司書の資格取得のた

めの授業科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、第27条に規定する授業科目につ

き第47条に規定する単位数のほか、第28条に規定する教育職員免許状と合わせて第

29条別表に定める学校図書館司書教諭の資格取得のための授業科目及び単位数を修

得しなければならない。 

第９章 退学・休学・復学・転学・除籍及び留学 

（退学） 

第４１条 疾病その他やむを得ない理由により退学しようとする者が退学を願い出

たときは、学長が教育運営委員会の意見を聴いて、退学を許可することができる。 

２ 退学に関し必要な事項は、別に定める。 

（休学） 

第４２条 疾病その他やむを得ない理由により３カ月以上修学することができない

者が休学を願い出たときは、学長が教育運営委員会の意見を聴いて、休学を許可す

ることができる。 

２ 休学に関し必要な事項は、別に定める。 

（復学） 

第４３条 前条の規定により休学した者が復学を願い出たときは、学長が教育運営

委員会の意見を聴いて、復学を許可することができる。 

２ 復学に関し必要な事項は、別に定める。 

（転学） 

第４４条 他の大学に転学しようとする者が受験を願い出たときは、学長が教育運

営委員会の意見を聴いて、受験を許可することができる。 

（除籍） 

第４５条 次の各号の一に該当する者は、学長が教育運営委員会の意見を聴いて、
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除籍する。 

(１) 授業料その他の学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(２) 第16条に規定する在学期間を超えた者

(３) 休学期間が、連続して２年又は通算して４年を超えた者

(４) 長期にわたる行方不明者

(５) その他、除籍に相当すると認められる者

２ 除籍に関し必要な事項は、別に定める。 

 （復籍） 

第４５条の２ 前条第１項第１号の規定により除籍された者が復籍を願い出たとき

は、学長が教育運営委員会の意見を聴いて、復籍を許可することができる。 

２ 復籍に関し必要な事項は、別に定める。 

 （留学） 

第４６条 外国の大学又は短期大学に留学しようとする者が、留学を願い出たとき

は、学長が教育運営委員会の意見を聴いて、留学を許可することができる。 

２ 留学期間は１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、学長は１年を限

度として留学期間の延長を認めることができる。 

第１０章 卒業及び学位 

 （卒業） 

第４７条 卒業に必要な単位数は次のとおりとする。 

  家政学部人間生活学科         総合共通科目 30単位 

専門教育科目      94単位 

計 124単位 

    家政学部栄養学科           総合共通科目 30単位 

専門教育科目      94単位 

 計 124単位 

    人間科学部人間発達学科人間発達学専攻 総合共通科目 30単位 

専門教育科目   94単位 

 計 124単位 

  人間科学部心理・文化学科       総合共通科目    30単位 

専門教育科目      76単位 

自由選択科目 18単位 

計   124単位 

なお、自由選択科目には、自学科で単位修得した科目のうち卒業に要する単位
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数を超える科目、及び自学部他学科もしくは他学部で単位修得した科目を含む。 

２ 学長は、本学に４年（第21条、第22条、第23条又は第24条の規定により入学した

者については、第26条により定められた在学すべき年数）以上在学し、前項規定の

所定の単位数を修得した者に対し、学長が教育運営委員会の意見を聴いて、卒業を

認定し卒業証書を授与する。 

（学位） 

第４８条 卒業した者は、次の区分により学位を授与する。 

 家政学部  人間生活学科           学士（家政学） 

 栄養学科           学士（家政学） 

人間科学部 人間発達学科 人間発達学専攻 学士（文 学） 

 心理・文化学科        学士（文 学） 

第１１章 賞罰 

 （表彰） 

第４９条 次の各号の一に該当する者には学長が表彰し、賞品を授与することがあ

る。 

(１) 学力特に優秀な者

(２) 品性高潔で全学生の模範になる者

(３) 学友会活動等においてその努力が特に顕著な者

 （罰則） 

第５０条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、

学長が教育運営委員会の意見を聴いて懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 懲戒の対象とする行為は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 犯罪行為及びその他の違法行為

(２) ハラスメント等人権を侵害する行為

(３) 試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為

(４) 情報倫理に反する行為

(５) 学則その他本学の諸規則等に違反する行為

(６) その他学生としての本分に反する行為

４ 懲戒に関する必要な事項は、別に定める。 

第１２章 厚生施設 

 （学生寮） 

第５１条 本学に学生寮を置く。 
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２ 学生寮に関する事項は、別に定める。 

 （厚生施設） 

第５２条 本学に厚生及び保健に関する施設を置く。 

第１３章 奨学制度 

 （奨学生） 

第５３条 学業及び技能が特に優秀な学生に対しては、理事長の決定により学納金

を免除することができる。 

 （貸費生） 

第５４条 学生の中で品行方正学力優秀にして修学中学費支弁の途を失った者につ

いて、理事長は貸費生として学費を貸与することがある。 

第１４章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、委託生、外国人

留学生、外国人留学編入学生、帰国生徒、帰国生徒編入学生、社会

人特別入学生及び社会人特別編入学生 

 （科目等履修生） 

第５５条 本学の学生以外で１又は複数の授業科目の履修を希望する者（以下「科

目等履修生」という。）に対しては、学長が履修を許可することができる。 

２ 前項により許可された者に対しては、単位を与えることができる。単位の授与に

ついては第33条の規定を準用する。 

３ 科目等履修生は、別表に定める登録料、履修料等を所定の期日までに納付しなけ

ればならない。 

４ 科目等履修生に関するその他の事項は、別に定める。 

 （聴講生） 

第５６条 第18条に該当する者で本学の特定の授業科目について聴講を希望する者

に対しては、聴講生として学長がこれを許可することがある。 

２ 聴講を許可された者は、第63条に規定する登録料、聴講料を所定の期日までに納

入しなければならない。 

 （特別聴講学生） 

第５７条 学長は、他の大学及び短期大学又は外国の大学との協議に基づき、その

大学及び短期大学の学生が特別聴講学生として本学の授業科目を履修することを認

めることができる。 

この場合において、やむを得ない事由により当該大学と事前に協議を行うことが

困難な場合には、当該協議は事後において行うことができる。 

２ 特別聴講学生の登録料及び履修料は、科目等履修生に関する規定を準用する。 
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 （研究生） 

第５８条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者に対し

ては、本学の教育研究に支障のない限り、研究生として学長は許可することができ

る。 

２ 研究生としての資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認

められた者とする。 

３ 研究生の研究期間は１年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を

更新することができる。 

４ 研究生に関するその他の事項は、別に定める。 

 （委託生） 

第５９条 本学の特定の授業科目を学習するための公の機関又は団体からの委託生

について、学長は許可することができる。 

２ 委託生の授業科目の履修その他については、聴講生に関する規定を準用する。 

 （外国人留学生及び外国人留学編入学生） 

第６０条 第18条に定める本学入学資格を有する外国人が、外国人留学生として入

学を志願する場合、特別の選考により学長が入学試験委員会の意見を聴いて、入学

を許可することができる。 

２ 第22条に定める本学入学資格を有する外国人が、外国人留学編入学生として編入

学を志願する場合、特別の選考により学長が入学試験委員会の意見を聴いて、入学

を許可することができる。 

（帰国生徒及び帰国生徒編入学生） 

第６０条の２ 第18条に定める本学入学資格を有する帰国生徒が入学を志願する場

合、特別の選考により学長が入学試験委員会の意見を聴いて、入学を許可すること

ができる。 

２ 第22条に定める本学入学資格を有する帰国生徒が、帰国生徒編入学生として編入

学を志願する場合、特別の選考により学長が入学試験委員会の意見を聴いて、入学

を許可することができる。 

（社会人特別入学生及び社会人特別編入学生） 

第６１条 第18条に定める本学入学資格を有し、４年以上の社会人経験がある者が、

社会人特別入学を志願する場合、特別の選考により、学長が入学試験委員会の意見

を聴いて、入学を許可することができる。 

２ 第22条に定める本学入学資格を有し、４年以上の社会人経験がある者が、社会人

特別編入学を志願する場合、特別の選考により、学長が入学試験委員会の意見を聴
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いて、入学を許可することができる。 

第１５章 入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金 

 （入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金） 

第６２条 入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金（以下「学納金」とい

う。）は、別表12のとおりとする。 

２ 教職課程費、栄養士課程費、実験実習費等の納付金は、別に定める。 

３ 学納金は、毎年４月・９月の２期に指定された期日までに納付しなければならな 

い。 

４ 学納金は、欠席又は停学中であってもこれを減免しない。 

５ 研究生の学納金は、別に定める九州女子大学研究生規程（平成４年学園規程第５

号）により納付するものとする。 

６ 休学を許可された者の学納金のうち、授業料については全額を免除する。ただし、

学期の中途で休学を許可された者は、その期の授業料は納付しなければならない。 

７ 学期の中途で退学を許可された者は、その期の学納金を納付しなければならない。 

８ 第46条の規定による留学を許可された者の留学期間中の学納金は、次期納付期以

降の授業料の半額を免除する。 

９ 既に納付した入学検定料及び入学金は返還しない。 

10 社会情勢により物価変動のある場合は、入学検定料、入学金及び学納金を変更又

は増減することがある。 

 （登録料、聴講料及び履修料） 

第６３条 科目等履修生及び聴講生の登録料、聴講料、履修料及び実験実習費は、

別表13のとおりとする。 

第１６章 公開講座 

 （公開講座） 

第６４条 社会人の教養を高め、地域文化の向上に貢献するため、本学に公開講座

を開設することができる。 

２ 公開講座は、随時開設する。 

附 則 

１ 第14条第６項、第38条、第39条、第40条は管理栄養士専攻には適用しない。 

２ 本学則は、昭和37年４月１日から実施する。 

附 則 

本学則は、昭和40年４月１日から施行する。 

附 則 
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 本学則は、昭和42年10月１日から施行する。ただし、第３条、第４条、第７条、第

９条、第36条は、昭和41年４月１日から適用する。 

附 則 

本学則は、昭和45年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和46年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和53年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和57年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和63年６月１６日から施行する。 

附 則 
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本学則は、昭和63年７月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則 

１ 本学則は、平成元年４月20日から施行する。ただし、改正後の学則別表授業料そ

の他学納金の額は、平成元年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成元年３月31日に在学する者で同年４月１日以後引き続き在学する者にかかる

学納金の額は、改正後の学則第24条の学納金の規定にかかわらず次のとおりとする。 

学 科 名 授 業 料 施 設 設 備 資 金 合 計 

家 政 学 専 攻 438,000円 103,000円 541,000円 

管理栄養士専攻 450,000円 103,000円 553,000円 

国 文 学 科 438,000円 103,000円 541,000円 

英 文 学 科 454,000円 103,000円 557,000円 

附 則 

本学則は、平成元年８月１日から施行する。 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 468,000円 103,000円 751,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 478,000円 103,000円 761,000円 

国 文 学 科 180,000円 468,000円 103,000円 751,000円 

英 文 学 科 180,000円 478,000円 103,000円 761,000円 

入学検定料は１回につき  22,000円とする。 

聴講生登録料  50,000円 

聴講料（１単位）  15,000円 

附 則 

１ 本学則は、平成２年４月１日から施行する。ただし、第４条、第７条及び第８条

第２項の表中家政学科家政学専攻の欄の規定は、平成２年度以後の入学者から適用

し平成元年度以前の入学者については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

２ 平成２年３月31日に在籍する者で同年４月１日以後引き続き在学する者にかかる
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学納金の額は、改正後の学則第24条の学納金の規定にかかわらずなお従前の例によ

る。 

第24条別表 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 490,000円 103,000円 773,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 500,000円 103,000円 783,000円 

国 文 学 科 180,000円 490,000円 103,000円 773,000円 

英 文 学 科 180,000円 500,000円 103,000円 783,000円 

１ 入学検定料は１回につき  22,000円とする。 

２ 聴講生登録料  50,000円 

３ 聴講料（１単位）  15,000円 

附 則 

 本学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定にかかわらず、

平成３年度から平成11年度までの入学定員は、次のとおりとする。 

学 部 学 科 入 学 定 員 

家 政 学 部 家 政 学 科 
家 政 学 専 攻 20名 

管 理 栄 養 士 専 攻 40名 

計 60名 

文 学 部 
国 文 学 科 80名 

英 文 学 科 80名 

計 160名 

合 計 220名 

附 則 

１ 本学則は、平成３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成３年３月31日に在学する者で同年４月１日以後引き続き在学する者にかかる

学納金の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 
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家 政 学 専 攻 180,000円 505,000円 103,000円 788,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 520,000円 103,000円 803,000円 

国 文 学 科 180,000円 505,000円 103,000円 788,000円 

英 文 学 科 180,000円 515,000円 103,000円 798,000円 

附 則 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成４年３月31日に在学する者で同年４月１日以後引き続き在学する者にかかる

学納金の額は、改正後の学則第56条の学納金の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。ただし、施設設備資金については、改正後の規定の額とする。 

第56条別表 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 555,000円 100,000円 835,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 570,000円 100,000円 850,000円 

国 文 学 科 180,000円 555,000円 100,000円 835,000円 

英 文 学 科 180,000円 565,000円 100,000円 845,000円 

１ 検定料は１回につき  24,000円 

２ 科目等履修生登録料  50,000円 

３ 科目等履修料１単位  15,000円 

附 則 

１ この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成５年３月31日に在学する者で同年４月１日以後引き続き在学する者にかかる

学納金の額は、改正後の学則第56条の学納金の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

第56条別表 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 620,000円 150,000円 950,000円 
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管理栄養士専攻 180,000円 620,000円 150,000円 950,000円 

国 文 学 科 180,000円 620,000円 150,000円 950,000円 

英 文 学 科 180,000円 620,000円 150,000円 950,000円 

１ 検定料は１回につき  24,000円 

２ 科目等履修生登録料  50,000円 

３ 科目等履修料１単位  15,000円 

附 則 

１ この学則は、平成６年４月１日から施行し、平成５年度入学生及び平成６年度入

学生から適用する。 

 （経過措置） 

２ 平成６年３月31日に在学する者で同年４月１日以後引き続き在学する者にかかる

学納金の額は、改正後の学則第56条の学納金の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

第56条別表 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 632,000円 153,000円 965,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 632,000円 153,000円 965,000円 

国 文 学 科 180,000円 632,000円 153,000円 965,000円 

英 文 学 科 180,000円 632,000円 153,000円 965,000円 

検定料は１回につき  24,000円 

科目等履修生登録料  50,000円 

科目等履修料１単位  15,000円 

附 則 

１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この学則施行前に入学した学生は、第24条及び第44条については従前の例による。

ただし、第24条の規定を適用して履修した者は、従前の規定に読み替えて履修した

ものとみなす。 

附 則 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

第４条別表の学納金 
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入 学 金 授 業 料 計 

１ 期 100,000円 200,000円 300,000円 

２ 期 200,000円 200,000円 

計 100,000円 400,000円 500,000円 

検定料は１回につき 20,000円 

科目等特別履修生登録料  無 料 

科目等特別履修料１単位  5,000円 

第19条別表 

入学検定料  28,000円 

附 則 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

第57条別表 

１ 科目等履修生登録料  20,000円 

２ 科目等履修料１単位  10,000円 

附 則 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

第62条別表 

科 目 等 履 修 生 
登 録 料 20,000円 

履 修 料 １ 単 位 10,000円 

聴 講 生 

登 録 料 10,000円 

聴 講 料 １ 単 位  5,000円 

実 験 実 習 費 １ 単 位  5,000円 

附 則 

１ この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成４年度入学者については、学則第61条の学納金の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 
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国 文 学 科 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

英 文 学 科 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

附 則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成７年４月１日から適用する。 

２ 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業者並び

に本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の半額と

する。 

附 則 

１ この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 第21条の規定により学士入学を許可された者のうち本学及び九州共立大学を卒業

した者の入学金については、本表金額の半額とする。 

３ 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業者並び

に本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の半額と

する。 

４ 本学別科日本語研修課程の修了者又は在学者が本学に入学を許可された場合の入

学金については、本表と別科日本語研修課程規則第27条に定める入学金との差額を

納付するものとする。 

第61条別表 

学 科 名 入 学 金 授 業 料 施設設備資金 合 計 

家 政 学 専 攻 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

国 文 学 科 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

英 文 学 科 180,000円 638,000円 155,000円 973,000円 

附 則 

この学則は、平成７年５月25日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この学則は、平成７年11月29日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の学則別表中「授業料その他の学納金」については、平成５年度以降の入

学者であって平成８年４月１日以降に在学する者から適用する。 

３ 平成４年度以前の入学者は、改正後の学則別表中「授業料その他の学納金」の規

定にもかかわらず、なお従前の例による。 

第61条別表 

学 部 学 科 専 攻 名 入 学 金 授 業 料 
施 設 設 備 
資 金 

合 計 

家政学部 

家政学科 

家 政 学 専 攻 180,000円 644,000円 157,000円 981,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 644,000円 157,000円 981,000円 

文 学 部 
国 文 学 科 180,000円 644,000円 157,000円 981,000円 

英 文 学 科 180,000円 644,000円 157,000円 981,000円 

検定料は１回につき  28,000円 

１ 第21条の規定により学士入学を許可された者のうち本学及び九州共立大学を卒

業した者の入学金については、本表金額の半額とする。 

２ 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業者並

びに本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の半

額とする。 

３ 本学別科日本語研修課程の修了者又は在学者が本学に入学を許可された場合の

入学金については、本表と別科日本語研修課程規則第27条に定める入学金との差

額を納付するものとする。 

附 則 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成８年７月25日から施行する。 

第62条別表 

科 目 等 履 修 生 
登録料 20,000円 

履修料 １単位 10,000円 
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聴 講 生 

登録料 10,000円 

聴講料 １単位  5,000円 

実験実習費 １単位  5,000円 

１ 科目等履修生のうち、九州女子短期大学専攻科の在学生にかかわる登録料及び

履修料は、免除する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この学則は、平成８年10月31日から施行する。 

２ 改正後の「授業料その他の学納金」については、平成９年度入学者から適用する。 

 （経過措置） 

３ 平成８年度以前の入学者は、改正後の本表「授業料その他の学納金」の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

第61条の別表 

学 部 学 科 専 攻 名 入 学 金 授 業 料 
施 設 設 備 
資 金 

合 計 

家政学部 
家 政 学 専 攻 180,000円 644,000円 207,000円 1,031,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 644,000円 207,000円 1,031,000円 

文 学 部 
国 文 学 科 180,000円 644,000円 187,000円 1,011,000円 

英 文 学 科 180,000円 644,000円 187,000円 1,011,000円 

検定料は１回につき  28,000円 

１ 第21条の規定により学士入学を許可された者のうち本学及び九州共立大学を卒

業した者の入学金については、本表金額の半額とする。 

２ 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業者並

びに本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の半

額とする。 

３ 本学別科日本語研修課程の修了者又は在学者が本学に入学を許可された場合の

入学金については、本表と別科日本語研修課程規則第27条に定める入学金との差

額を納付するものとする。 

附 則 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

第62条別表 

科目等履修生 
登 録 料  20,000円 

履 修 料 １単位 10,000円 

登 録 料 10,000円 

聴 講 生 聴 講 料 １単位  5,000円 

実験実習費 １単位  5,000円 

１ 九州女子短期大学専攻科の学生が、科目等履修生になった場合は、登録料及び

履修料は免除する。ただし、教職専門科目の履修料は徴収する。 

附 則 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

 ただし、第３条の規定にかかわらず、平成12年度から平成16年度までの間の入学定

員及び収容定員は、次のとおりとする。 
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年  度 

学部・学科・専攻 

平 成 12 年 度 平 成 13 年 度 平 成 14 年 度 平 成 15 年 度 平 成 16 年 度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

家政学部 家政学科 

家 政 学 専 攻 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 

管理栄養士専攻 40 160 40 160 40 160 40 160 40 160 

文 学 部 

国 文 学 科 80 320 80 320 80 320 80 320 80 320 

英 文 学 科 80 320 80 320 80 320 80 320 80 320 
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附 則 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この学則は、平成12年４月26日から施行し、平成12年３月９日から適用する。 

２ 改正後の「授業料その他の学納金」については、平成９年度入学者から適用する。 

 （経過措置） 

３ 平成８年度以前の入学者は、改正後の本表「授業料その他の学納金」の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

第62条別表 

学 部 学 科 専 攻 名 入 学 金 授 業 料 
施 設 設 備 
資 金 

合 計 

家政学部 
家 政 学 専 攻 180,000円 644,000円 207,000円 1,031,000円 

管理栄養士専攻 180,000円 644,000円 207,000円 1,031,000円 

文 学 部 
国 文 学 科 180,000円 644,000円 187,000円 1,011,000円 

英 文 学 科 180,000円 644,000円 187,000円 1,011,000円 

検定料は１回につき28,000円 

１ 第21条の規定により学士入学を許可された者のうち本学及び九州共立大学を卒業

した者の入学金については、本表金額の半額とする。 

２ 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業者並び

に本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の半額と

する。 

３ 本学別科日本語研修課程の修了者又は在学者が本学に入学を許可された場合の入

学金については、本表と別科日本語研修課程規則第27条に定める入学金との差額を

納付するものとする。 

４ 第61条の規定により社会人特別人学及び社会人特別編入学を許可された者の入学

金については、全額免除とし、授業料及び施設設備資金については、本表金額の３

分の１の額とする。 
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第63条別表 

科 目 等 履 修 生 
登 録 料 20,000円 

履 修 料 １単位 10,000円 

聴 講 生 

登 録 料 10,000円 

聴 講 料 １単位  5,000円 

実験実習費 １単位  5,000円 

１ 九州女子短期大学専攻科の学生が、科目等履修生になった場合は、登録料及び履

修料は免除する。ただし、教職専門科目の履修料は徴収する。 

附 則 

この学則は、平成12年4月26日から施行し、平成12年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成13年４月１日から施行する。ただし、平成12年度まで学則に記

載の家政学部家政学科並びに文学部国文学科及び英文学科は、改正後の学則第３条

の規定にかかわらず、平成13年３月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなるまでの間、存続するものとする。 

  なお、平成12年度以前の入学者は、第25条の転部、転科、第27条から第29条まで

の授業科目、第31条の単位の計算、第38条の教育職員の免許状取得、第39条の栄養

士の免許証取得、第47条の卒業及び第48条の学位については、従前の例によるもの

とする。 

２ 改正後の第62条第１項及び第２項の学納金等については、平成13年度入学者から

適用する。 

  なお、平成12年度以前の入学者は、改正後の第62条第１項及び第２項の規定にか

かわらず、従前の例によるものとする。 

第62条別表 

学 部 学 科 名 入 学 金 授 業 料 
施 設 設 備 
資 金 

合 計 

家政学部 
人間生活学科 280,000円 644,000円 230,000円 1,154,000円 

栄 養 学 科 280,000円 644,000円 230,000円 1,154,000円 

文 学 部 
人間文化学科 260,000円 644,000円 210,000円 1,114,000円 

心理社会学科 260,000円 644,000円 210,000円 1,114,000円 
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検定料は１回につき28,000円 

(１) 第21条の規定により、学士入学を許可された者のうち本学及び九州共立大学

を卒業した者の入学金については、本表金額の半額とする。 

(２) 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業者

並びに本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の

半額とする。 

(３) 本学別科日本語研修課程の修了者又は在学者が本学に入学を許可された場合

の入学金については、本表と別科日本語研修課程規則第27条に定める入学金との

差額を納付するものとする。 

(４) 第61条の規定により社会人特別入学及び社会人特別編入学を許可された者の

入学金については、全額免除とし、授業料及び施設設備資金については、本表金

額の３分の１の額とする。 

附 則 

この学則は、平成13年４月12日から施行し、平成13年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成13年６月27日から施行する。 

第62条別表 

学 部 学 科 名 入 学 金 授 業 料 
施 設 設 備 
資 金 

合 計 

家政学部 
人間生活学科 280,000円 644,000円 230,000円 1,154,000円 

栄 養 学 科 280,000円 644,000円 230,000円 1,154,000円 

文 学 部 
人間文化学科 260,000円 644,000円 210,000円 1,114,000円 

心理社会学科 260,000円 644,000円 210,000円 1,114,000円 

 入学検定料は、１回につき32,000円 

１ 第21条の規定により、学士入学を許可された者のうち本学及び九州共立大学を卒

業した者の入学金については、本表金額の半額とする。 

２ 第22条の規定による編入学を許可された者のうち九州女子短期大学の卒業生並び

に本学及び九州共立大学を中途退学した者の入学金については、本表金額の半額と

する。 

３ 本学別科日本研修課程の修了者又は在学者が本学に入学を許可された場合の入学

金については、本表と別科日本語研修課程規則第27条に定める入学金との差額を納

付するものとする。 
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４ 第61条の規定により社会人特別入学及び社会人特別編入学を許可された者の入学

金については、全額免除とし、授業料及び施設設備資金については、本表金額の３

分の１の額とする。 

附 則 

この学則は、平成13年11月１日から施行し、平成14年度入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成15年11月11日から施行し、平成15年10月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成16年４月１日から施行し、平成14年度以降の入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成17年４月１日から施行する。ただし、第62条第１項及び第２項

の学納金等については、平成17年度入学者から適用する。 

（学科の存続に関する経過措置） 

２ 平成16年度まで学則に記載の文学部人間文化学科及び心理社会学科は、改正後の

学則第３条の規定にかかわらず、平成17年３月31日に当該学科に在学する者が当該

学科に在学しなくなるまでの間、存続する。 

（授業科目等に関する経過措置） 

３ 平成16年度以前の入学者は、第25条の転部、転科、第27条から第29条までの授業

科目、第38条の教育職員の免許状取得、第47条の卒業及び第48条の学位については、

なお従前の例による。 

（学納金に関する経過措置） 

４ 平成16年度以前の入学者の学納金は、改正後の第62条第１項及び第２項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
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この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成17年５月30日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成18年11月29日から施行し、平成18年10月１日から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この学則は、平成19年２月25日から施行する。ただし、第62条第１項の学納金に

ついては、平成18年度入学者から適用する。 

 （学納金に関する経過措置） 

２ 平成17年度以前の入学者の学納金は、改正後の第62条第１項の別表12の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成20年６月25日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。ただし、第62条第１項及び第２項

の学納金については、平成22年度入学者から適用する。 

 （学科の存続に関する経過措置） 

２ 平成21年度まで学則に記載の人間科学部人間文化学科及び人間発達学科は、改正

後の学則第４条の規定にかかわらず、平成22年３月31日に当該学科に在学する者が

当該学科に存学しなくなるまでの間、存続する。 

（授業科目等に関する経過措置） 

３ 平成21年度以前の入学者は、第25条の転部、転科、第27条から第29条までの授業

科目、第38条の教育職員の免許状取得、第38条の２の保育士の資格取得、第47条の
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卒業及び第48条の学位については、なお従前の例による。 

 （学納金に関する経過措置） 

４ 平成21年度以前の入学生の学納金は、改正後の第62条第１項及び第２項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成22年５月27日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

（授業科目等に関する経過措置） 

２ 改正後の学則第27条第２項の規定は、平成23年度入学者から適用し、同年度前の

入学者については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

（授業科目等に関する経過措置） 

２ 改正後の別表６、別表９及び別表10の規定は、平成24年度入学者から適用し、同

年度前の入学者については、なお従前の例による。 

（学納金に関する経過措置） 

３ 改正後の別表12の規定は、平成21年度入学者から適用し、同年度前の入学者につ

いては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

（授業科目及び単位の認定に関する経過措置） 

２ 学則第27条及び第33条の規定にかかわらず、平成24年度以前の入学者については、

従前の例による。 

（再入学等に関する経過措置） 

３ 学則第24条、第35条、第41条、第42条、第43条、第45条、第45条の２及び第46条

の規定にかかわらず、平成21年度以前の入学者については、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 学則第47条の規定にかかわらず、平成24年度以前の入学者については、従前の例

による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第27条、第28条、第29条、第38条及び第47条第１項の規定にかかわらず、平成26

年度以前の入学者については、従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成27年６月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

（授業科目に関する経過措置） 

２ 第27条及び第28条の規定にかかわらず、平成30年度以前の入学者については、従

前の例による。 

附 則 

この学則は、平成31年４月１日から施行する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

（授業科目に関する経過措置） 

２ 第27条及び第28条の規定にかかわらず、平成30年度以前の入学者については、従

前の例による。 

附 則 

この学則は、令和元年７月26日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

（授業科目に関する経過措置） 

２ 第27条の規定にかかわらず、平成31年度以前の入学者については、従前の例によ

る。 

附 則 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

（授業科目に関する経過措置） 

２ 第27条及び第28条の規定にかかわらず、令和３年度以前の入学者については、従

前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第62条第１項の学納金等

については、令和５年度入学者から適用する。 

（授業科目等に関する経過措置） 

２ 令和４年度以前の入学者は、第25条の転部、転科、第27条から第29条までの授業

科目、第38条の教育職員の免許状取得、第47条の卒業及び第48条の学位については、

従前の例による。 

（学納金に関する経過措置） 

３ 令和４年度以前の入学生の学納金は、改正後の第62条第１項の規定にかかわらず、

従前の例による。 
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別表 

授 業 科 目（○は必修） 

別表１（第27条関係） 

家政学部総合共通科目（30単位以上） 

教養教育科目 

文化・芸術領域 

ことばと日本文化(２)、ことばと異文化(２)、情報文化論(２)、 スポーツの文化

(２) 

歴史・社会領域 

歴史と国際情勢(２)、現代国家と法（日本国憲法）(２)、暮らしと経済(２)、人

権・同和教育(２) 

人間・環境領域 

人間と哲学(２)、 生命と地球(２)、心の科学(２)、 共生社会を生きる(２) 

言語・異文化理解科目 

○日本語表現法Ⅰ(１)、○日本語表現法Ⅱ(１)、伝わる文章力(１)、○英語Ⅰ(１)、

○英語Ⅱ(１)、〇英語コミュニケーションⅠ(１)、〇英語コミュニケーションⅡ

(１)、ＴＯＥＩＣ入門(１)、フランス語Ⅰ(１)、フランス語Ⅱ(１)、中国語Ⅰ(１)、

中国語Ⅱ(１)、韓国語Ⅰ(１)、韓国語Ⅱ(１)、イングリッシュワークショップ(１)、

海外研修(２) 

情報教育科目 

○情報処理演習Ⅰ(１)、○情報処理演習Ⅱ(１)、情報処理演習Ⅲ(１)、情報処理演

習Ⅳ(１) 

健康教育科目 

スポーツ(１)、健康の科学(２)

キャリア教育科目

キャリアデザイン領域

○キャリアデザインⅠ(１)、○キャリアデザインⅡ(１)、○キャリアデザインⅢ

(１)、インターンシップⅠ(２)、インターンシップⅡ(２)

キャリア発展領域

人間生活学科 

スキルアップ講座Ｂ(１)、スキルアップ講座Ｃ(１)、スキルアップ講座Ｄ(１)、ス

キルアップ講座Ｅ(１)、スキルアップ講座Ｒ(１)、スキルアップ講座Ｓ(１)、スキ
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ルアップ講座Ｔ(１)

栄養学科 

スキルアップ講座Ｂ(１)、スキルアップ講座Ｃ(１)、○スキルアップ講座Ｋ(１)、

○スキルアップ講座Ｌ(１)、○スキルアップ講座Ｍ(１)、○スキルアップ講座Ｎ

(１)、スキルアップ講座Ｒ(１)、スキルアップ講座Ｓ(１)、スキルアップ講座Ｔ

(１) 

別表２（第27条関係） 

人間科学部総合共通科目（30単位） 

教養教育科目 

文化・芸術領域 

ことばと日本文化(２)、ことばと異文化(２)、情報文化論(２)、スポーツの文化

(２) 

歴史・社会領域 

歴史と国際情勢(２)、現代国家と法（日本国憲法）(２)、暮らしと経済(２)、人

権・同和教育(２) 

人間・環境領域 

人間と哲学(２)、生命と地球(２)、心の科学(２)、共生社会を生きる(２) 

言語・異文化理解科目 

○日本語表現法Ⅰ(１)、○日本語表現法Ⅱ(１)、伝わる文章力(１)、○英語Ⅰ(１)、

○英語Ⅱ(１)、〇英語コミュニケーションⅠ(１)、〇英語コミュニケーションⅡ

(１)、ＴＯＥＩＣ入門(１)、フランス語Ⅰ(１)、フランス語Ⅱ(１)、中国語Ⅰ(１)、

中国語Ⅱ(１)、韓国語Ⅰ(１)、韓国語Ⅱ(１)、イングリッシュワークショップ(１)、

海外研修(２) 

情報教育科目 

○情報処理演習Ⅰ(１)、○情報処理演習Ⅱ(１)、情報処理演習Ⅲ(１)、情報処理演

習Ⅳ(１) 、情報科学概論(２)、データサイエンス(２)、アルゴリズムとプログラ

ミング(２)、ＩＣＴ活用法(２)、情報処理技術(２)

健康教育科目 

スポーツ(１)、健康の科学(２)

キャリア教育科目

キャリアデザイン領域
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○キャリア基礎演習Ⅰ(１)、○キャリア基礎演習Ⅱ(１)、○キャリア基礎演習Ⅲ

(１)、○キャリアデザインⅠ(１)、キャリアデザインⅡ(１)、キャリアデザインⅢ

(１)、インターンシップⅠ(２)、インターンシップⅡ(２)

キャリア発展領域

人間発達学科人間発達学専攻 

スキルアップ講座Ａ(１)、スキルアップ講座Ｂ(１)、スキルアップ講座Ｃ(１)、ス

キルアップ講座Ｆ(１)、スキルアップ講座Ｇ(１)、スキルアップ講座Ｈ(１)、スキ

ルアップ講座Ｉ(１)、○スキルアップ講座Ｊ(１)、スキルアップ講座Ｏ(１)、スキ

ルアップ講座Ｒ(１)、スキルアップ講座Ｓ(１)、スキルアップ講座Ｔ(１)

心理・文化学科 

スキルアップ講座Ｂ(１)、スキルアップ講座Ｃ(１)、スキルアップ講座Ｄ(１)、ス

キルアップ講座Ｅ(１)、スキルアップ講座Ｒ(１)、スキルアップ講座Ｓ(１)

別表３（第27条関係） 

家政学部人間生活学科専門教育科目（94単位以上） 

学部共通科目 

○家政学概論(２)、人間関係論(２)、統計学(２)、カウンセリング論(２)、フード

スペシャリスト論(２)、食品の官能評価・鑑別論(２)、教職概論(２)、教育原論

(２)、教育心理学(２)

基幹科目 

○生活学概論(２)、○生活学演習(３)、○家族関係学（生活福祉を含む。）(２)、

○消費生活論(２)、○被服学(２)、○食物学(２)、○住居学（製図を含む。）(２)、

○ゼミナールⅠ(４)、○ゼミナールⅡ(４)、○卒業研究（ゼミナールⅢ）(４)

家庭科教員科目 

保育学（実習及び家庭看護を含む。）(２)、生活経営学（生活経済学を含む。）

(２)、家庭電気・機械(２)、家庭科情報処理演習(１)、被服構成学(２)、被服構成

学実習Ⅰ(１)、アパレルＣＡＤ演習(１)、被服構成学実習Ⅱ(１)、被服構成学実習

Ⅲ(１)、食品学(２)、栄養学(２)、調理学(２)、調理学実習Ⅰ(１)、調理学実習Ⅱ

(１)、調理学実習Ⅲ(１)、総合演習(２)

インテリアデザイン科目

色彩学(２)、地域住宅地計画(２)、住居管理学(２)、インテリア計画(２)、建築・

インテリア設計入門Ⅰ(１)、建築・インテリア設計入門Ⅱ(１)、建築計画Ⅰ(２)、

－学則－36－



九州女子大学学則 

建築計画Ⅱ(２)、建築史(２)、建築環境工学(２)、建築設備学(２)、建築一般構造

学(２)、建築構造力学(２)、建築材料学(２)、建築施工学(２)、建築法規(２)、建

築・インテリア設計演習Ⅰ(２)、建築・インテリア設計演習Ⅱ(２)、建築・インテ

リア設計演習Ⅲ(２)、建築・インテリア設計演習Ⅳ(２)、建築・インテリア設計演

習Ⅴ(２) 

ライフデザイン科目

地域生活学演習Ⅰ(２)、地域生活学演習Ⅱ(２)、被服科学(２)、被服科学演習(１)、

服飾デザイン論（アパレル企画を含む。）(２)、工芸染色実習(１)、フードコー

ディネート論(２)、食品流通・消費論(２)、食品・調理学実験(１)、食品衛生学

(２)、社会調査法演習(１)、マーケティング論(２)、販売管理論(２)、流通管理論

(２)、パーソナルファイナンス(２)、リテールマーケティング(２)、ファイナン

シャルプラン(２)

別表４(第27条関係) 

家政学部栄養学科専門教育科目（94単位以上） 

学部共通科目 

○家政学概論(２)、人間関係論(２)、○統計学(２)、カウンセリング論(２)、フー

ドスペシャリスト論(２)、○食品の官能評価・鑑別論(２)、教職概論(２)、教育原

論(２)、教育心理学(２) 

専門基礎分野 

社会・環境と健康 

○栄養情報論実習(１)、○公衆衛生学Ⅰ(２)、○公衆衛生学Ⅱ(２)、○実践疫学

(２) 

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 

○基礎生化学（基礎化学を含む。）(２)、○基礎生化学実験（基礎化学を含む。）

(１)、○解剖生理学Ⅰ(２)、○解剖生理学Ⅱ(２)、○解剖生理学実験(１)、○生化

学Ⅰ(２)、○生化学Ⅱ(２)、○生化学実験(１)、○病態生理学Ⅰ(２)、○病態生理

学Ⅱ(２)、○病態生理学実習(１) 

食べ物と健康 

○食品学Ⅰ(２)、○食品学Ⅱ(２)、○食品学実験(１)、○食品衛生学(２)、○食品

衛生学実験(１)、○食品加工学(２)、○食品加工学実習(１)、○調理学(２)、○実

践調理学実習Ⅰ(１)、○実践調理学実習Ⅱ(１) 
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専門分野 

基礎栄養学 

○基礎栄養学(２)、○基礎栄養学実験(１)

応用栄養学 

○応用栄養学Ⅰ(２)、○応用栄養学Ⅱ(２)、○応用栄養学実習(１)、○食事摂取基

準論(２) 

栄養教育論 

○栄養教育論Ⅰ(２)、○栄養教育論Ⅱ(２)、○栄養教育論Ⅲ(２)、○栄養教育論実

習(１) 

臨床栄養学 

○臨床栄養学(２)、○臨床栄養学実習(１)、○臨床栄養アセスメント論(２)、○臨

床栄養アセスメント論実習(１)、○臨床栄養生化学(２)、○臨床栄養病態学(２) 

公衆栄養学 

○公衆栄養学Ⅰ(２)、○公衆栄養学Ⅱ(２)、○公衆栄養学実習(１)

給食経営管理論 

○給食管理(２)、○給食管理実習Ⅰ(１)、○給食管理実習Ⅱ(１)、○給食経営論

(２) 

総合演習 

○管理栄養士総合演習Ａ(１)、○管理栄養士総合演習Ｂ(１)、○管理栄養士総合演

習Ｃ(１)、○管理栄養士総合演習Ｄ(１)、○管理栄養士総合演習Ｅ(１)、実践総合

演習１(１)、実践総合演習２(１)、実践総合演習３(１)、実践総合演習４(１)、実

践総合演習５(１)、実践総合演習６(１)、○特別研究(１) 

臨地実習 

○臨地実習Ⅰ（福祉施設・保健所）(１)、○臨地実習Ⅱ（小学校）(１)、○臨地実

習Ⅲ（病院）(２) 

栄養教諭関連科目（自由科目） 

栄養教諭論Ⅰ(２)、栄養教諭論Ⅱ(２) 

別表５（第27条関係） 

人間科学部人間発達学科人間発達学専攻専門教育科目（94単位以上） 

共通科目 

人間学概論(２)、文学概論(２)、日本文化論(２)、言語学概論(２)、心理学概論
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(２)、発達心理学(２)、社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学）(２)、健

康・医療心理学(２) 

基礎科目 

児童発達 

国語科教育概論（書写を含む。）(２)、算数科教育概論(２)、生活科教育概論

(２)、社会科教育概論(２)、図画工作(２)、理科教育概論(２)、家庭科教育概論

(２)、体育(２)、器楽基礎(２)、声楽基礎(２)

乳幼児発達 

保育者論(２)、保育原理Ⅰ(２)、保育原理Ⅱ(２)、児童福祉Ⅰ(２)、児童福祉Ⅱ

(２)、子ども保健学Ⅰ(２)、子ども保健学Ⅱ(２)、保育内容（言葉）(２)、保育内

容（人間関係）(２)、養護原理(２)、社会福祉原論(２)、乳幼児心理学(２)、子ど

もの理解と援助(２)、保育内容総論(２) 

特別支援教育 

特別支援教育の理解（障害児支援教育）(２)、障害者教育総論Ⅰ(２)、障害者教育

総論Ⅱ(２)、病弱教育(２)、知的障害者の心理･生理･病理(２) 

基幹科目 

児童発達 

国語科指導法(２)、社会科指導法(２)、算数科指導法(２)、理科指導法(２)、図画

工作指導法(２)、生活科指導法(２)、家庭科指導法(２)、体育科指導法(２)、音楽

科指導法(２)、器楽応用(２)、児童英語概論(２)、児童英語指導法(２)、造形演習

(２) 

乳幼児発達 

教育課程・保育計画総論(２)、家庭支援の心理学(２)、乳児保育論(２)、乳児保育

演習(２)、子どもの食と栄養(２)、子どもの健康と安全(２)、保育内容（音楽表

現）(２)、保育内容（造形表現）(２)、保育内容（健康）(２)、保育内容（環境）

(２)、家庭支援論(２)、障害児保育(２)、リトミック(２)、養護内容(２)、保育実

習指導Ⅰ(２)、保育実習指導Ⅱ（保育所）(２)、保育実習指導Ⅲ（施設）(２)、保

育所実習Ⅰ(２)、保育所実習Ⅱ(２)、施設実習Ⅰ(２)、施設実習Ⅱ(２)、保育相談

論（カウンセリングを含む。）(２)、子育て支援演習(２)、保育実践演習(２) 

特別支援教育 

知的障害者教育(２)、発達援助の技法(２)、肢体不自由者の心理・生理・病理(２)、

肢体不自由者教育(２)、肢体不自由者支援学(２)、軽度発達障害教育総論(２)、病

弱者の心理・生理・病理(２)、障害者の病理・保健(２)、知的障害者支援学(２)、
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視覚障害教育総論(２)、聴覚障害教育総論(２)、重複障害教育総論(２) 

卒業研究 

○卒業研究演習Ⅰ(１)、○卒業研究演習Ⅱ(１)、○卒業研究演習Ⅲ(１)、○卒業研

究演習Ⅳ(１)、○卒業研究論文(４) 

臨地科目 

臨地研究入門(２)、地域臨地研究(２)、海外臨地研究(２)、海外語学研修Ⅰ(２)、

海外語学研修Ⅱ(２) 

教職関連科目 

教職概論(２)、教育原論（教育史を含む。）(２)、教育心理学(２)、教育制度論

(２)、教育法規(２)、特別支援教育論(２)、教育課程論（初等）(２)、道徳教育指

導法（初等）(２)、総合的な学習の時間指導法(２)、特別活動指導法（初等）

(２)、教育方法・技術論(２)、児童・進路指導(２)、児童･教育相談論(２)、初等

教育実習事前事後指導(１)、初等教育実習Ⅰ(２)、初等教育実習Ⅱ(２)、特別支援

学校教育実習事前事後指導(１)、特別支援学校教育実習(２)、教職実践演習（初

等）(２)、総合演習(２) 

別表６（第27条関係） 

人間科学部心理・文化学科専門教育科目（76単位） 

学部共通科目 

○人間科学概論(２)、心理学概論(２)、発達心理学(２)、学習・言語心理学(２)、

コミュニケーション概論(２)、社会調査法(２)、教育・学校心理学(２)

コース科目

心理学コース

社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学）(２)、健康・医療心理学(２)、知

覚・認知心理学Ⅰ（知覚心理学）(２)、臨床心理学概論(２)、知覚・認知心理学Ⅱ

（認知心理学）(２)、心理学研究法(２)、心理学的支援法(２)、心理学統計法Ⅰ

(２)、心理学統計法Ⅱ(２)、心理学実験Ⅰ(２)、心理学実験Ⅱ(２)、心理的アセス

メント(２)、神経・生理心理学(２)、社会・集団・家族心理学Ⅱ（家族心理学）

(２)、心理演習(２)、精神疾患とその治療(２)、障害者・障害児心理学(２)、人体

の構造と機能及び疾病(２)、感情・人格心理学(２)、福祉心理学(２)、産業・組織

心理学(２)、司法・犯罪心理学(２)、公認心理師の職責(２)、関係行政論(２)、心

理実習(２) 
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国語・書道教育コース 

日本語学概論（音声言語を含む。）(２)、日本古典文学史(２)、楷書法Ⅰ(１)、楷

書法Ⅱ(１)、行草書法Ⅰ(１)、行草書法Ⅱ(１)、日本語文法(２)、日本近現代文学

史(２)、書写書道Ⅰ(１)、書写書道Ⅱ(１)、日本語史概論(２)、日本古典文学(２)、

日本古典文学演習(２)、漢文学Ⅰ(２)、漢文学Ⅱ(２)、中国書道史(２)、日本書道

史(２)、書論(２)、鑑賞(２)、篆隷書法Ⅰ(１)、篆隷書法Ⅱ(１)、仮名書法Ⅰ(１)、

仮名書法Ⅱ(１)、漢字仮名交じり書法Ⅰ(１)、漢字仮名交じり書法Ⅱ(１)、教職概

論(２)、教育原論(２)、教育心理学(２)、生徒・教育相談論（中等）(２)、日本語

学演習Ⅰ(２)、日本語学演習Ⅱ(２)、日本近現代文学演習(２)、国語科教材分析

(２)、コース実践演習Ⅰ(２)、コース実践演習Ⅱ(２)、コース実践演習Ⅲ(２)

文化文芸コース 

文化文芸概論(２)、日本文学概論(２)、日本近現代文学(２)、日本語の歴史(２)、

日本語の古典(２)、文章表現(２)、ビジュアル文化論(２)、メディアと現代文化

(２)、生活の中の書(２)、デジタル書道(２)、書文化研究(２)、水墨画演習(１)、

文化文芸インターンシップ(１)、商品プランナー実務論(２) 

ゼミナール科目 

○ゼミナールⅠ(１)、○ゼミナールⅡ(１)、○ゼミナールⅢ(１)、○ゼミナールⅣ

(１)、○キャリア発展ゼミナール(２)

別表７(第28条関係) 

家政学部人間生活学科専門教育科目 

自由科目 

教職に関する専門教育科目 

教育史(２)、教育行政学(２)、教育法規(２)、特別支援教育論(２)、教育課程論

（中等）(２)、家庭科教育法Ⅰ(２)、家庭科教育法Ⅱ(２)、家庭科教育法Ⅲ(２)、

家庭科教育法Ⅳ(２)、道徳教育指導法（中等）(２)、特別活動・総合的な学習の時

間指導法(２)、教育方法学(２)、生徒・進路指導(２)、生徒・教育相談論(２)、中

等教育実習事前事後指導(１)、中等教育実習Ⅰ(２)、中等教育実習Ⅱ(２)、教職実

践演習（中等）(２) 

別表７の２（第28条関係） 
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家政学部栄養学科専門教育科目 

自由科目 

教職に関する専門教育科目 

教育史(２)、教育行政学(２)、教育法規(２)、特別支援教育論(２)、教育課程論

(２)、道徳教育論(２)、特別活動・総合的な学習の時間論(２)、教育方法学(２)、

生徒指導論(２)、教育相談論(２)、事前事後指導（栄養教諭）(１)、栄養教育実習

(１)、教職実践演習（栄養教諭）(２)

別表８（第28条関係） 

人間科学部心理・文化学科専門教育科目 

自由科目 

教職に関する専門教育科目 

教育行政学(２)、特別支援教育論(２)、教育課程論（中等）(２)、国語科教育法Ⅰ

(２)、国語科教育法Ⅱ(２)、国語科教育法Ⅲ(２)、国語科教育法Ⅳ(２)、書道科教

育法Ⅰ(２)、書道科教育法Ⅱ(２)、道徳教育指導法（中等）(２)、特別活動・総合

的な学習の時間指導法(２)、教育方法学（情報通信技術の活用を含む。）(２)、生

徒・進路指導（中等） (２)、中等教育実習事前事後指導(１)、中等教育実習Ⅰ

(２)、中等教育実習Ⅱ(２)、教職実践演習（中等）(２)

別表９（第29条関係） 

人間科学部人間発達学科人間発達学専攻専門教育科目 

自由科目 

図書館司書課程 

図書館情報資源概論(２)、図書館サービス概論(２)、図書館制度・経営論(２)、図

書館サービス特論・図書館情報資源特論(２)、図書及び図書館史・図書館基礎特論

(２) 

学校図書館司書教諭課程 

学校経営と学校図書館(２)、学校図書館メディアの構成(２)、情報メディアの活用

(２)、学習指導と学校図書館(２)、読書と豊かな人間性(２)
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別表10（第27条及び29条関係） 

人間科学部心理・文化学科自由選択科目（18単位） 

図書館司書課程科目 

図書館概論(２)、生涯学習概論(２)、情報資源組織論(２)、情報資源組織演習Ⅰ

(１)、情報資源組織演習Ⅱ(１)、情報サービス論(２)、情報サービス演習Ⅰ(１)、

情報サービス演習Ⅱ(１)、児童サービス論(２)、図書館情報技術論(２)、図書館情

報資源概論(２)、図書館サービス概論(２)、図書館制度・経営論(２)、図書館サー

ビス特論・図書館情報資源特論(２)、図書及び図書館史・図書館基礎特論(２) 

学校図書館司書教諭課程科目 

学校経営と学校図書館(２)、学校図書館メディアの構成(２)、情報メディアの活用

(２)、学習指導と学校図書館(２)、読書と豊かな人間性(２)

K-CIP科目

公務員試験概論(１)、数的処理Ⅰ(１)、社会科学Ⅰ(１)、文章理解(１)、数的処理

Ⅱ(１)、数的処理Ⅲ(１)、社会科学Ⅱ(１)、自然科学(１)、人文科学(１)、憲法演

習(１)、行政法演習(１)、民法（総則、物権）演習(１)、民法（債権、親族・相

続）演習(１)、ミクロ経済学演習(１)、マクロ経済学演習(１)、法律科目演習Ⅰ

(１)、法律科目演習Ⅱ(１)、経済科目演習Ⅰ(１)、経済科目演習Ⅱ(１)、行政科目

演習Ⅰ(１)、行政科目演習Ⅱ(１)、会計学演習(１)、専門科目記述式演習(１)、公

務員試験直前対策Ⅰ(教養)(１)、文章理解演習(１)、人文科学演習(１)、公務員試

験直前対策Ⅱ(教養)(１)、社会科学演習(１)、自然科学演習(１)、公務員試験直前

対策Ⅰ(SPI)(１)、公務員試験直前対策Ⅱ(SPI)(１)、公務員試験直前対策Ⅲ(教

養)(１)、公務員試験直前対策Ⅲ(SPI)(１)、公務員人物試験対策(１) 

別表11（第27条関係） 

留学生特別科目 

初級日本語ⅠＡ(２)、初級日本語ⅡＡ(２)、初級日本語ⅠＢ(２)、初級日本語ⅡＢ 

(２)、初級日本語ⅠＣ(２)、初級日本語ⅡＣ(２)、初級日本語ⅠＤ(２)、初級日本

語ⅡＤ(２)、初級日本語ⅠＥ(２)、初級日本語ⅡＥ(２)、日本語講座Ⅰ(２)、日本

語講座Ⅱ(２)、日本事情Ⅰ(２)、日本事情Ⅱ(２)、比較文化Ⅰ(２)、比較文化Ⅱ

(２) 

－学則－43－



九州女子大学学則 

別表12（第62条関係） 

〇入学検定料 

対象 金額 

家政学部・人間科学部入学試験受験者 32,000円 

大学入試センター試験利用入学試験受験者 16,000円 

１ 第19条の規定により選抜試験を受験する者のうち、福原学園が設置する大学

（大学院を含む。）及び短期大学（専攻科を含む。）の卒業見込みの者及び卒

業生の入学検定料については半額とし、福原学園が設置する高等学校（専攻科

を含む。）の卒業見込みの者及び卒業生の入学検定料については全額免除とす

る。 

２ インターネット出願を利用した場合は、１志願ごとに2,000円を減額する。 

○入学金及び授業料その他の学納金

学 部 学 科 名 入 学 金 授 業 料 教育充実費 施設設備資金 合 計 

家政学部 
人 間 生 活 学 科 280,000円 674,000円 － 230,000円 1,184,000円 

栄 養 学 科 280,000円 674,000円 － 250,000円 1,204,000円 

人間科学部 

人間発達学科 

人間発達学専攻 260,000円 680,000円 30,000円 230,000円 1,200,000円 

心理・文化学科 

１ 第20条の規定により入学を許可された者のうち、 

(１) 福原学園が設置する大学（大学院を含む。）、短期大学（専攻科を含

む。）及び高等学校（専攻科を含む。）の同窓生（卒業生）子女が本学に入

学を許可された場合の入学金については、本表金額の半額とする。 

(２) 自由ケ丘高等学校（専攻科を含む。）の卒業見込みの者及び卒業生で本

学が実施する入学試験により入学を許可された場合の入学金については、全

額免除とする。 

(３) 自由ケ丘高等学校（専攻科を含む。）の卒業見込みの者及び卒業生で本

学が実施する入学試験のうち、専願入試により入学を許可された場合の授業

料については、本表金額の半額とする。 

(４) 自由ケ丘高等学校（専攻科を含む。）の卒業見込みの者及び卒業生で併

願入試により入学を許可された場合の施設設備資金については、全額免除と

する。 
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２ 第21条の規定により学士入学を許可された者のうち本学、九州女子短期大学

（専攻科を含む。）及び九州共立大学（大学院を含む。）の卒業見込みの者及

び卒業生の入学金については、全額免除とする。 

３ 第22条の規定により編入学を許可された者のうち九州女子短期大学（専攻科

を含む。）の卒業見込みの者及び卒業生並びに本学及び九州共立大学（大学院

を含む。）を中途退学した者の入学金については、全額免除とする。 

４ 第61条の規定により社会人特別入学及び社会人特別編入学を許可された者の

入学金については、全額免除とし、授業料及び施設設備資金については、本表

金額の３分の１の額とする。 

○K-CIP科目学納金

費 用 金 額 備 考 

登 録 料 20,000円 

履 修 料 10,000円 1単位につき、オプション科目も同額 

別表13（第63条関係） 

科 目 等 履 修 生 
登 録 料      20,000円 

履 修 料 １単位  10,000円 

聴 講 生 

登 録 料      10,000円 

聴 講 料  １単位  5,000円 

実験実習費  １単位   5,000円 

１ 九州女子短期大学専攻科の学生が、科目等履修生になった場合は、登録料及

び履修料は免除する。ただし、教職専門科目の履修料は徴収する。 
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変更事項を記載した書類 

（変更の事由）九州女子大学人間科学部人間発達学科人間基礎学専攻を廃止し、人間科学

部心理・文化学科を設置するため、学則を次のとおり変更する。 

（変更事項） 

1．（学是） 

第３条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

2．（人間科学部の人材養成及び教育研究上の目的） 

第３条の３ 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

3．（学部、学科及び定員） 

第４条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

4．（授業科目） 

第 27条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

5．第 29条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

6．（単位の計算） 

第 31条の 1の（3） 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

7．（多様なマルチメディアによる授業の方法） 

第 31条の 2 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

8．（履修方法） 

第 32条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

9.（単位の認定） 

第 33条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

10．（他の学部又は学科の授業科目の履修） 

第 34条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

11．（教育職員の免許状取得） 

第 38条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

12．（図書館司書及び学校図書館司書教諭の資格取得） 

第 40条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 
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13．（卒業） 

第 47条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

14．（学位） 

第 48条 心理・文化学科設置に伴い、記述を変更する。 

15．（入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金） 

第 62条 心理・文化学科設置に伴い、別表 12の記述を変更する。 

16．附則 

（施行期日） 

「1 本学則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第 62条第 1項の学納金等に

ついては、令和５年度入学者から適用する。」の記述を追加する。 

17．（授業科目等に関する経過措置） 

「２ 令和４年度以前の入学者は、第 25条の転部、転科、第 27条から第 29条までの

授業科目、第 38条の教育職員の免許状取得、第 47条の卒業及び第 48条の学位について

は、従前の例による。」の記述を追加する。 

18．（学納金に関する経過措置） 

「３ 令和４年度以前の入学生の学納金は、改正後の第 62条第１項の規定にかかわら

ず、従前の例による。」の記述を追加する。 

19．別表 2（第 27条関係） 

  心理・文化学科に関する記述に変更する。 

20．別表 6（第 27条関係） 

  心理・文化学科に関する記述に変更する。 

21．別表 8（第 28条関係） 

  心理・文化学科に関する記述に変更する。 

22．別表 10（第 27条及び第 29条関係） 

  心理・文化学科に関する記述に変更する。 

23．別表 12（第 62条関係） 

  心理・文化学科に関する記述に変更する。 
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変 更 部 分 の 新 旧 対 照 表 

新 旧 

（学是） 

第３条 本学は、建学の精神「自律処行」、すなわち自らの良心に従い事に処し善を

行うことを学是とし、この学是に則り、自ら立てた規範に従って、自己の判断と責

任の下に行動できる強くてしなやかな女性を育成する。 

（人間科学部の人材養成及び教育研究上の目的） 

第３条の３ 人間科学部は、学是「自律処行」の精神に基づき、子どもの教育及び発

達支援に関する学問領域と人間の心理・文化に関する学問領域において専門的教

育・研究を行い、各専門分野の知識・技能と幅広い教養を身に付け、社会に貢献で

きる、豊かな人間性と高い倫理性を備えた人材を養成するため、学科の教育目標を

次のとおりとする。 

(１) （略）

イ （略）

(２) 心理・文化学科は、人間の心理と文化に関する専門性と広い視野を有し、社

会に貢献できる、豊かな人間性と高い倫理性を備えた人材の育成を目的とする。 

（学部、学科、専攻及び定員） 

第４条 本学に設置する学部、学科及び専攻の定員は、次のとおりとする。 

学   部 学 科・専 攻 入学定員 編入学定員 収容定員 

家政学部 

人間生活学科 （略） （略） 

栄養学科 （略） （略） 

人間科学部 

人間発達学科 

人間発達学専攻 
（略） （略） 

心理・文化学科 90名 360名 

（学是） 

第３条 本学の建学の精神は、自らの良心に従い事に処し善を行うことである。この

学是「自律処行」は、自ら立てた規範に従って、自己の判断と責任の下に行動でき

る強くてしなやかな女性を育成することを目的とする。 

（人間科学部の人材養成及び教育研究上の目的） 

第３条の３ 人間科学部は、学是「自律処行」の理念に立脚し、文化に関連する学問

領域と人間の発達にかかわる学問領域において高度な専門的教育・研究を行い、国

際感覚と幅広い教養を身につけ、高度な専門性を持って地域社会に貢献できる人材

を育成するため、学科の教育目標を次のとおりとする。 

(１) （略）

イ （略） 

ロ 人間基礎学専攻は、幅広い教養に併せて心理学・日本文化及び情報処理等に

関する実践的能力や免許・資格を有する人材の育成を目的とする。 

（学部、学科、専攻及び定員） 

第４条 本学に設置する学部、学科及び専攻の定員は、次のとおりとする。 

学   部 学 科・専 攻 入学定員 編入学定員 収容定員 

家政学部 

人間生活学科 （略） （略） 

栄養学科 （略） （略） 

人間科学部 

人間発達学科 

人間発達学専攻 
（略） （略） 

人間発達学科 

人間基礎学専攻 
60名 40名 320名 
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（授業科目） 

第２７条 授業科目を総合共通科目、専門教育科目、自由選択科目及び留学生特別科目

に分けて開設する。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表１から別表６、別表10及び別表11のとおり

とする。 

第２９条 第27条に定める自由選択科目には、図書館司書に関する専門教育科目、学校

図書館司書教諭に関する専門教育科目及びK-CIP科目を置く。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表９及び別表10のとおりとする。 

（単位の計算） 

第３１条 １単位は、授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な

学修を考慮して、次のとおり単位数を定める。 

(１) （略）

(２) （略）

(３) 前各号の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、その学修の成

果を評価するものとし、所定の単位を与える。 

（多様なマルチメディアによる授業の方法） 

第３１条の２ 本学は、文部科学大臣が定めるところによって、第21条に規定する講

義、演習、実験、実習又は実技による授業を、多様なマルチメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、60単位を超えないものとする。 

（履修方法） 

第３２条 授業科目は、各年次に配当する。学生は、原則として各年次に配当された授

業科目を履修するものとする。 

（授業科目） 

第２７条 授業科目を総合共通科目、専門教育科目及び留学生特別科目に分けて開設

する。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表１から別表６及び別表11のとおりとする。 

第２９条 前２条に定めるもののほか、図書館司書に関する専門教育科目及び学校図

書館司書教諭に関する専門教育科目を置く。 

２ 授業科目の種類及び単位数は、別表９及び別表10のとおりとする。 

（単位の計算） 

第３１条 １単位は、授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な

学修を考慮して、次のとおり単位数を定める。 

(１) （略）

(２) （略）

(３) 前各号の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、その

学修の成果を評価するものとし、所定の単位を与える。 

（履修方法） 

第３２条 授業科目は、各年次に配当する。学生は、原則として各年次に配当された授

業科目を履修するものとする。 
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２ 学生は、履修しようとする授業科目を毎学期始めの指定の期日までに履修申告し

なければならない。 

（単位の認定） 

第３３条 各授業科目の単位の認定は、試験又はこれに代わるべきものによるものと

し、合格した者に対して所定の単位を与える。 

２ 前項の試験等の成績の評価は、秀・優・良・可・不可とし、秀・優・良・可を合格

とする。 

３ 成績評価等については、別に定める。 

（他の学部又は学科の授業科目の履修） 

第３４条 学生は、他の学部又は学科の授業科目の履修及びその単位を取得すること

ができる。 

２ 学生は、全学の授業科目の中から指定された特定分野の授業科目を副専攻科目と

して、別に定めるところにより履修することができる。 

（教育職員の免許状取得） 

第３８条 教育職員免許状を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法律第147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める単位数を修

得しなければならない。 

２ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

学   部 学科・専攻 免許状の種類 

家政学部 
人間生活学科 

（略） 

（略） 

栄養学科 （略） 

人間科学部 
人間発達学科 

人間発達学専攻 

（略） 

（略） 

２ 学生は、履修しようとする授業科目を毎学期始めの指定の期日までに履修届を提

出しなければならない。 

（単位の認定） 

第３３条 各授業科目の単位の認定は、試験又はこれに代わるべきものによるものと

し、合格した者に対して所定の単位を与える。 

２ 前項の試験等の成績の評価は、秀・優・良・可・不可とし、秀・優・良・可を合格

とする。 

（他の学部又は学科の授業科目の履修） 

第３４条 学生は、他の学部又は学科の授業科目の履修及びその単位を取得すること

ができる。 

（教育職員の免許状取得） 

第３８条 教育職員免許状を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和24年法律第147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める単位数を修

得しなければならない。 

２ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

学   部 学科・専攻 免許状の種類 

家政学部 
人間生活学科 

（略） 

（略） 

栄養学科 （略） 

人間科学部 
人間発達学科 

人間発達学専攻 

（略） 

（略） 
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（略） 

心理・文化学科 

中学校教諭一種免許状「国語」 

高等学校教諭一種免許状「国語」 

高等学校教諭一種免許状「書道」 

（図書館司書及び学校図書館司書教諭の資格取得）  

第４０条 図書館司書の資格を得ようとする者は、第27条に規定する授業科目につき

第47条に規定する単位数のほか、第29条別表に定める図書館司書の資格取得のため

の授業科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、第27条に規定する授業科目につ

き第47条に規定する単位数のほか、第28条に規定する教育職員免許状と合わせて第29

条別表に定める学校図書館司書教諭の資格取得のための授業科目及び単位数を修得

しなければならない。 

（卒業） 

第４７条 卒業に必要な単位数は次のとおりとする。 

家政学部人間生活学科 （略） 

（略） 

（略） 

（略） 

  家政学部栄養学科           （略） 

（略） 

（略） 

  人間科学部人間発達学科人間発達学専攻 （略） 

（略） 

（略） 

  人間科学部心理・文化学科       総合共通科目 30単位 

（略） 

人間発達学科 

人間基礎学専攻 

中学校教諭一種免許状「国語」 

高等学校教諭一種免許状「国語」 

高等学校教諭一種免許状「書道」 

（図書館司書及び学校図書館司書教諭の資格取得）  

第４０条 図書館司書の資格を得ようとする者は、人間科学部に在籍し、第27条に規定

する授業科目につき第47条に規定する単位数のほか、第29条別表に定める図書館司

書の資格取得のための授業科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 学校図書館司書教諭の資格を得ようとする者は、人間科学部に在籍し、第27条に規

定する授業科目につき第47条に規定する単位数のほか、第28条に規定する教育職員免

許状と合わせて第29条別表に定める学校図書館司書教諭の資格取得のための授業科

目及び単位数を修得しなければならない。 

（卒業） 

第４７条 卒業に必要な単位数は次のとおりとする。 

家政学部人間生活学科 （略） 

（略） 

（略） 

（略） 

  家政学部栄養学科           （略） 

（略） 

（略） 

  人間科学部人間発達学科人間発達学専攻 （略） 

（略） 

（略） 

  人間科学部人間発達学科人間基礎学専攻 総合共通科目 30単位以上 
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専門教育科目 76単位 

 自由選択科目 18単位 

 計 124単位 

なお、自由選択科目には、自学科で単位修得した科目のうち卒業に要する単位

数を超える科目、及び自学部他学科もしくは他学部で単位修得した科目を含む。 

（学位） 

第４８条 卒業した者は、次の区分により学位を授与する。 

  家政学部  人間生活学科 （略） 

栄養学科   （略） 

  人間科学部 人間発達学科 人間発達学専攻 （略） 

 心理・文化学科        学士（文 学） 

（入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金） 

第６２条 入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金（以下「学納金」とい 

う。）は、別表12のとおりとする。金及び授業料その他の学納金） 

附 則 

（施行期日） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第62条第1項の学納金等

については、令和５年度入学者から適用する。 

（授業科目等に関する経過措置） 

２ 令和４年度以前の入学者は、第25条の転部、転科、第27条から第29条までの授

業科目、第38条の教育職員の免許状取得、第47条の卒業及び第48条の学位につい

ては、従前の例による。 

（学納金に関する経過措置） 

３ 令和４年度以前の入学生の学納金は、改正後の第62条第1項の規定にかかわ

らず、従前の例による。 

専門教育科目 94単位以上 

 計 124単位以上 

（学位） 

第４８条 卒業した者は、次の区分により学位を授与する。 

  家政学部  人間生活学科 （略） 

栄養学科   （略） 

  人間科学部 人間発達学科 人間発達学専攻 （略） 

 人間基礎学専攻 学士（文 学） 

（入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金） 

第６２条 入学検定料、入学金及び授業料その他の学納金（以下「学納金」とい 

う。）は、別表12のとおりとする。 
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別表２（第27条関係） 

人間科学部総合共通科目（30単位） 

情報教育科目 

○情報処理演習Ⅰ(１)、○情報処理演習Ⅱ(１)、情報処理演習Ⅲ(１)、情報処理演

習Ⅳ(１) 、情報科学概論(２)、データサイエンス(２)、アルゴリズムとプログラミ

ング(２)、ＩＣＴ活用法(２)、情報処理技術(２) 

キャリア教育科目 

キャリアデザイン領域 

○キャリア基礎演習Ⅰ(１)、○キャリア基礎演習Ⅱ(１)、○キャリア基礎演習Ⅲ

(１)、○キャリアデザインⅠ(１)、キャリアデザインⅡ(１)、キャリアデザインⅢ

(１)、インターンシップⅠ(２)、インターンシップⅡ(２) 

キャリア発展領域 

心理・文化学科 

スキルアップ講座Ｂ(１)、スキルアップ講座Ｃ(１)、スキルアップ講座Ｄ(１)、ス

キルアップ講座Ｅ(１)、スキルアップ講座Ｒ(１)、スキルアップ講座Ｓ(１) 

別表６（第27条関係） 

人間科学部心理・文化学科専攻専門教育科目（76単位） 

学部共通科目 

○人間科学概論(２)、心理学概論(２)、発達心理学(２)、学習・言語心理学(２)、

コミュニケーション概論(２)、社会調査法(２)、教育・学校心理学(２) 

コース科目 

心理学コース 

別表２（第27条関係） 

人間科学部総合共通科目（30単位以上） 

情報教育科目 

○情報処理演習Ⅰ(１)、○情報処理演習Ⅱ(１)、情報処理演習Ⅲ(１)、情報処理演

習Ⅳ(１) 

キャリア教育科目 

キャリアデザイン領域 

○キャリアデザインⅠ(１)、キャリアデザインⅡ(１)、キャリアデザインⅢ(１)、

インターンシップⅠ(２)、インターンシップⅡ(２) 

キャリア発展領域 

人間発達学科人間基礎学専攻 

スキルアップ講座Ａ(１)、スキルアップ講座Ｂ(１)、スキルアップ講座Ｃ(１)、ス

キルアップ講座Ｄ(１)、スキルアップ講座Ｅ(１)、スキルアップ講座Ｒ(１)、スキ

ルアップ講座Ｓ(１)、スキルアップ講座Ｔ(１) 

別表６（第27条関係） 

人間科学部人間発達学科人間基礎学専攻専門教育科目（94単位以上） 

共通科目 

人間学概論(２)、文学概論(２)、日本文化論(２)、言語学概論(２)、心理学概論(２)、

発達心理学(２)、社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学）(２)、健康・医

療心理学(２) 

基礎科目 

心理学 
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社会・集団・家族心理学Ⅰ（社会・集団心理学）(２)、健康・医療心理学(２)、知

覚・認知心理学Ⅰ（知覚心理学）(２)、臨床心理学概論(２)、知覚・認知心理学Ⅱ

（認知心理学）(２)、心理学研究法(２)、心理学的支援法(２)、心理学統計法Ⅰ(２)、

心理学統計法Ⅱ(２)、心理学実験Ⅰ(２)、心理学実験Ⅱ(２)、心理的アセスメント

(２)、神経・生理心理学(２)、社会・集団・家族心理学Ⅱ（家族心理学）(２)、心

理演習(２)、精神疾患とその治療(２)、障害者・障害児心理学(２)、人体の構造と

機能及び疾病(２)、感情・人格心理学(２)、福祉心理学(２)、産業・組織心理学

(２)、司法・犯罪心理学(２)、公認心理師の職責(２)、関係行政論(２)、心理実習

(２) 

国語・書道教育コース 

日本語学概論（音声言語を含む。）(２)、日本古典文学史(２)、楷書法Ⅰ(１)、楷

書法Ⅱ(１)、行草書法Ⅰ(１)、行草書法Ⅱ(１)、日本語文法(２)、日本近現代文学

史(２)、書写書道Ⅰ(１)、書写書道Ⅱ(１)、日本語史概論(２)、日本古典文学(２)、

日本古典文学演習(２)、漢文学Ⅰ(２)、漢文学Ⅱ(２)、中国書道史(２)、日本書道

史(２)、書論(２)、鑑賞(２)、篆隷書法Ⅰ(１)、篆隷書法Ⅱ(１)、仮名書法Ⅰ(１)、

仮名書法Ⅱ(１)、漢字仮名交じり書法Ⅰ(１)、漢字仮名交じり書法Ⅱ(１)、教職概

論(２)、教育原論(２)、教育心理学(２)、生徒・教育相談論（中等）(２)、日本語

学演習Ⅰ(２)、日本語学演習Ⅱ(２)、日本近現代文学演習(２)、国語科教材分析

(２)、コース実践演習Ⅰ(２)、コース実践演習Ⅱ(２)、コース実践演習Ⅲ(２) 

文化文芸コース 

文化文芸概論(２)、日本文学概論(２)、日本近現代文学(２)、日本語の歴史(２)、

日本語の古典(２)、文章表現(２)、ビジュアル文化論(２)、メディアと現代文化

(２)、生活の中の書(２)、デジタル書道(２)、書文化研究(２)、水墨画演習(１)、

文化文芸インターンシップ(１)、商品プランナー実務論(２) 

ゼミナール科目 

知覚・認知心理学Ⅰ（知覚心理学）(２)、学習・言語心理学(２)、臨床心理学概論

(２)、知覚・認知心理学Ⅱ（認知心理学）(２)、心理学研究法(２)、コミュニケー

ション概論(２)、心理学的支援法(２)、心理学統計法Ⅰ(２)、心理学統計法Ⅱ(２)、

心理学実験Ⅰ(２)、心理学実験Ⅱ(２)、障害者・障害児心理学(２)、感情・人格心

理学(２) 

国語・書道 

日本語学概論（音声言語を含む。）(２)、日本文学概論(２)、日本古典文学史Ⅰ(２)、

日本古典文学史Ⅱ(２)、楷書法Ⅰ(１)、楷書法Ⅱ(１)、行草書法Ⅰ(１)、行草書法

Ⅱ(１)、日本語文法(２)、日本近現代文学史Ⅰ(２)、日本近現代文学史Ⅱ(２)、中

国文学史(２)、書道表現研究(１)、書写書道Ⅰ(１)、書写書道Ⅱ(１) 

図書館・情報 

情報科学概論(２)、情報社会論(２)、メディア表現研究(１)、図書館概論(２)、生

涯学習概論(２)、情報経営学概論(２)、アルゴリズムとプログラム(２)、情報と職

業(２)、データ処理論(２) 

基幹科目 

心理学 

社会調査法(２)、心理的アセスメント(２)、神経・生理心理学(２)、教育・学校心

理学(２)、社会・集団・家族心理学Ⅱ（家族心理学）(２)、心理演習(２)、精神疾

患とその治療(２)、人体の構造と機能及び疾病(２)、福祉心理学(２)、産業・組織

心理学(２)、司法・犯罪心理学(２)、公認心理師の職責(２)、関係行政論(２)、心

理実習(２) 

国語・書道 

文章表現(２)、日本語史(２)、日本古典文学Ⅰ(２)、日本古典文学Ⅱ(２)、日本古

典文学演習(２)、日本近現代文学Ⅰ(２)、日本近現代文学Ⅱ(２)、漢文学Ⅰ(２)、

漢文学Ⅱ(２)、中国書道史(２)、日本書道史(２)、書論(２)、鑑賞(２)、篆隷書法
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○ゼミナールⅠ(１)、○ゼミナールⅡ(１)、○ゼミナールⅢ(１)、○ゼミナールⅣ

(１)、○キャリア発展ゼミナール(２) 

別表８（第28条関係） 

人間科学部心理・文化学科専門教育科目 

自由科目 

教職に関する専門教育科目 

教育行政学(２)、特別支援教育論(２)、教育課程論（中等）(２)、国語科教育法Ⅰ

(２)、国語科教育法Ⅱ(２)、国語科教育法Ⅲ(２)、国語科教育法Ⅳ(２)、書道科教

育法Ⅰ(２)、書道科教育法Ⅱ(２)、道徳教育指導法（中等）(２)、特別活動・総合

的な学習の時間指導法(２)、教育方法学（情報通信技術の活用を含む。）(２)、生

Ⅰ(１)、篆隷書法Ⅱ(１)、仮名書法Ⅰ(１)、仮名書法Ⅱ(１)、漢字仮名交じり書法

Ⅰ(１)、漢字仮名交じり書法Ⅱ(１) 

図書館・情報 

マルチメディア処理論(２)、マルチメディア処理演習(１)、情報ネットワーク(２)、

情報ネットワーク演習(１)、情報処理技術(２)、情報処理実習(２)、データ処理演

習(１)、情報資源組織論(２)、情報資源組織演習Ⅰ(１)、情報資源組織演習Ⅱ(１)、

情報サービス論(２)、情報サービス演習Ⅰ(１)、情報サービス演習Ⅱ(１)、児童サ

ービス論(２)、図書館情報技術論(２) 

卒業研究 

○卒業研究演習Ⅰ(１)、○卒業研究演習Ⅱ(１)、○卒業研究演習Ⅲ(１)、○卒業研

究演習Ⅳ(１)、○卒業研究論文(４) 

臨地科目 

臨地研究入門(２)、地域臨地研究(２)、海外臨地研究(２)、海外語学研修Ⅰ(２)、

海外語学研修Ⅱ(２) 

教職関連科目 

教職概論(２)、教育原論(２)、教育心理学(２)、生徒・教育相談論(２) 

別表８（第28条関係） 

人間科学部人間発達学科人間基礎学専攻専門教育科目 

自由科目 

教職に関する専門教育科目 

教育史(２)、教育行政学(２)、教育法規(２)、特別支援教育論(２)、教育課程論（中

等）(２)、国語科教育法Ⅰ(２)、国語科教育法Ⅱ(２)、国語科教育法Ⅲ(２)、国語

科教育法Ⅳ(２)、書道科教育法Ⅰ(２)、書道科教育法Ⅱ(２)、道徳教育指導法（中

等）(２)、特別活動・総合的な学習の時間指導法(２)、教育方法学（情報通信技術
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徒・進路指導（中等）(２)、中等教育実習事前事後指導(１)、中等教育実習Ⅰ(２)、

中等教育実習Ⅱ(２)、教職実践演習（中等）(２) 

別表10（第27条及び第29条関係） 

人間科学部心理・文化学科自由選択科目（18単位） 

図書館司書課程科目 

図書館概論(２)、生涯学習概論(２)、情報資源組織論(２)、情報資源組織演習Ⅰ

(１)、情報資源組織演習Ⅱ(１)、情報サービス論(２)、情報サービス演習Ⅰ(１)、

情報サービス演習Ⅱ(１)、児童サービス論(２)、図書館情報技術論(２)、図書館情

報資源概論(２)、図書館サービス概論(２)、図書館制度・経営論(２)、図書館サー

ビス特論・図書館情報資源特論(２)、図書及び図書館史・図書館基礎特論(２) 

学校図書館司書教諭課程科目 

学校経営と学校図書館(２)、学校図書館メディアの構成(２)、情報メディアの活用

(２)、学習指導と学校図書館(２)、読書と豊かな人間性(２) 

K-CIP科目 

公務員試験概論(１)、数的処理Ⅰ(１)、社会科学Ⅰ(１)、文章理解(１)、数的処理

Ⅱ(１)、数的処理Ⅲ(１)、社会科学Ⅱ(１)、自然科学(１)、人文科学(１)、憲法演

習(１)、行政法演習(１)、民法（総則、物権）演習(１)、民法（債権、親族・相続）

演習(１)、ミクロ経済学演習(１)、マクロ経済学演習(１)、法律科目演習Ⅰ(１)、

法律科目演習Ⅱ(１)、経済科目演習Ⅰ(１)、経済科目演習Ⅱ(１)、行政科目演習Ⅰ

(１)、行政科目演習Ⅱ(１)、会計学演習(１)、専門科目記述式演習(１)、公務員試

験直前対策Ⅰ(教養)(１)、文章理解演習(１)、人文科学演習(１)、公務員試験直前

対策Ⅱ(教養)(１)、社会科学演習(１)、自然科学演習(１)、公務員試験直前対策Ⅰ

(SPI)(１)、公務員試験直前対策Ⅱ(SPI)(１)、公務員試験直前対策Ⅲ(教養)(１)、

公務員試験直前対策Ⅲ(SPI)(１)、公務員人物試験対策(１) 

の活用を含む。）(２)、生徒・進路指導(２)、中等教育実習事前事後指導(１)、中

等教育実習Ⅰ(２)、中等教育実習Ⅱ(２)、教職実践演習（中等）(２)、総合演習(２) 

別表10（第29条関係） 

人間科学部人間発達学科人間基礎学専攻専門教育科目 

自由科目 

図書館司書課程 

図書館情報資源概論(２)、図書館サービス概論(２)、図書館制度・経営論(２)、図

書館サービス特論・図書館情報資源特論(２)、図書及び図書館史・図書館基礎特論

(２) 

学校図書館司書教諭課程 

学校経営と学校図書館(２)、学校図書館メディアの構成(２)、情報メディアの活用

(２)、学習指導と学校図書館(２)、読書と豊かな人間性(２) 
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別表12（第62条関係） 

〇入学検定料 

 （略） 

○入学金及び授業料その他の学納金 

学 部 学 科 名 （略） 

家 政 学 部 
人 間 生 活 学 科 （略） 

栄 養 学 科 （略） 

人間科学部 

人 間 発 達 学 科 
人間発達学専攻 （略） 

心理・文化学科 

○K-CIP科目学納金 

費 用 金 額 備 考 

登 録 料 20,000円 

履 修 料 10,000円 1単位につき、オプション科目も同額 

別表12（第62条関係） 

〇入学検定料 

 （略） 

○入学金及び授業料その他の学納金 

学 部 学 科 名 （略） 

家 政 学 部 
人 間 生 活 学 科 （略） 

栄 養 学 科 （略） 

人間科学部 
人 間 発 達 学 科 
人間発達学専攻 
人間基礎学専攻 

（略） 
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○九州女子大学学部教育運営委員会規程

平成27年学園規程第８号  

施  行：平成27年４月１日 

（目的） 

第１条 この規程は、九州女子大学学則（以下「学則」という。）第８条の規定に基

づき、九州女子大学（以下「本学」という。）の各学部に教育運営委員会を置き、教

育研究の適正かつ効果的な運営に資することを目的とする。 

（組織） 

第２条 教育運営委員会は、各学部に所属する専任の教授、准教授、講師及び助教を

もって構成する。 

２ 教育運営委員会は、必要に応じその構成員の退席、又は構成員以外の者の出席を

求めることができる。 

（審議事項） 

第３条 教育運営委員会は、学部の教育研究に関する次の各号に掲げる事項を審議し、

学長に意見を述べるものとする。 

(１) 学生の卒業又はその他の学生の在籍に関する事項

(２) 学位の授与に関する事項

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で教育運営委員会

の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。 

２ 教育運営委員会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教育運

営委員会が置かれる組織の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、

及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

（招集及び議長） 

第４条 学部長は、教育運営委員会を招集し、その議長となり、学部運営の衝に当た

る。 

２ 学部長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名する教育職員が代行する。 

３ 学部長は、原則として毎月１回定例の教育運営委員会を招集する。 

４ 教育運営委員会の招集は、原則として開催日の３日前までに議事事項を付し通知

する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 

（会議及び議事） 

第５条 教育運営委員会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ成立しない。 

２ 教育運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の
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ときは、議長の決するところによる。 

（委員会） 

第６条 教育運営委員会は、必要に応じ常設又は臨時の委員会を設置することができ

る。 

２ 委員会については、別に定める。 

（記録） 

第７条 学部長は、教育運営委員会開催ごとに議事録文書の作成を命じ、関係書類と

ともに保管しなければならない。 

（全学教育運営委員会） 

第８条 学長は、必要に応じ全学教育運営委員会を開催することができる。 

２ 全学教育運営委員会に関し必要な事項については、別に定める。 

（事務） 

第９条 教育運営委員会の事務は、総務課において処理する。 

 （細則委任） 

第１０条 その他教育運営委員会の運営に関し、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 
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○九州女子大学教員人事計画委員会規程

平成27年学園規程第２号  

施  行：平成27年４月１日 

最終改正：令和３年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、九州女子大学学則（昭和37年学園規則第１号）第８条及び福原

学園大学教員人事計画委員会規則（平成18年学園規則第23号）第11条第２項の規定

に基づき、九州女子大学教員人事計画委員会（以下「委員会」という。）の組織、

議事の手続きその他必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、学長に意見を述べるものとする。 

(１) 教育職員の教育研究業績の審査に関する事項

(２) 福原学園大学教員人事計画委員会からの諮問事項

(３) その他、教育研究業績に関する重要事項で、委員会の意見を聴くことが必要

なものとして学長が定めるもの 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

(１) 学長

(２) 副学長

(３) 各学部長

(４) 共通教育センター所長

(５) 各学部から推薦された教育職員 各１名

２ 前項に定める者のほか、学長が必要と認めた職員を委員に加えることができる。 

（任期） 

第４条 前条第１項第５号及び第２項に定める委員の任期は１年とする。ただし、再

任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、学長が指名する委員をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行す

る。 
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（議事） 

第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができ

ない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成を必要とする。 

（委員以外の職員の出席） 

第７条 委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、意見又

は説明を聴くことができる。 

（審査部会） 

第８条 委員会に、教育研究業績等の審査を行うため、次の各号に掲げる学部等審査

部会（以下「審査部会」という。）を置く。 

(１) 家政学部審査部会

(２) 人間科学部審査部会

(３) 共通教育センター審査部会

２ 審査部会は、別に定めるところにより、委員長が指名した審査委員をもって構

成する。 

３ 審査部会に審査部会長を置き、委員長が指名する。 

４ 審査部会が審査した事項について委員会の審議に付さなければならない。 

５ 審査部会の運営等に関し必要な事項は、委員会において定める。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、学長が

定める。 

（事務） 

第１０条 委員会の事務は、法人事務局総務課において処理する。 

附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成28年５月17日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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○九州女子大学入学者選抜規程
昭和63年学園規程第12号  

施  行：昭和63年９月27日 

最終改正：令和３年４月１日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、九州女子大学学則（昭和37年学園規則第１号）第８条及び第19

条の規定に基づき、入学者の選抜に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（入学者の選抜） 

第２条 入学者の選抜は、次の各号による。 

(１) 推薦入学者選考

(２) 一般入学者選考

(３) 特待生入学者選考

(４) 学士入学者、編入学者及び転入学者の選考

(５) 再入学者の選考

(６) 外国人入学者の選考（九州女子大学外国人特別入学要項（平成28年学園内規

第１号）の定めるところによる。） 

(７) 帰国生徒の入学者選考（九州女子大学帰国生徒特別入学要項（平成28年学園

内規第２号）の定めるところによる。） 

第２章 入学試験実施機関 

（委員会及び専門部会） 

第３条 入学者の選抜に関する事項を処理するため、次の委員会及び専門部会を置く。 

(１) 入学試験委員会

(２) 入学試験出題部会

(３) 入学試験事務部会

（入学試験委員会） 

第４条 入学試験委員会（以下「入試委員会」という。）は、次の各号に掲げる委員

をもって構成する。 

(１) 学長

(２) 副学長

(３) 各学部長

(４) 教務部長
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(５) 各学科長

(６) 各学部から選出された教育職員 各２名

２ 前項に定める者のほか、学長が必要と認めた職員を委員に加えることができる。 

３ 入試委員会の委員長は学長とする。 

４ 委員長に事故あるときは、学長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

５ 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （審議事項） 

第４条の２ 入試委員会は、入学者の選抜に関する次の各号に掲げる事項を審議し、

学長に意見を述べるものとする。 

(１) 学生の入学に関する事項

(２) 入学試験の実施に関する事項

(３) 前条に基づく各専門部会の総括に関する事項

(４) その他入学試験、入試広報及び学生募集に関する重要な事項で、入試委員会

の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。 

（入試委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは、入試委員会に委員以外の者を出席させること

ができる。 

（会議の招集） 

第６条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、副委員長にその職務を代理させることができる。 

（定足数及び議決） 

第７条 入試委員会の定足数は、委員の３分の２以上とする。 

２ 入試委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。 

３ 学部長は、入試委員会の議事を関係教育運営委員会に報告する。 

（入試委員会の事務） 

第８条 入試委員会の事務は、入試広報課において処理する。 

（入学試験出題部会の構成） 

第９条 入学試験出題部会（以下「出題部会」という。）は、出題部会長、科目責任

者及び出題委員で構成する。 

２ 前項の科目責任者及び出題委員は、実施する入学試験の教科目ごとに置くものと

する。 

３ 第１項に規定する者の選任に関する事項は、別に定める。 
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４ 出題部会長は、会議を招集し、その議長となる。 

５ 出題部会の定足数は、委員の過半数とし、その議決は、出席委員の過半数をもっ

て決する。 

 （出題部会の業務） 

第１０条 出題部会は、次に掲げる業務を行う。 

(１) 試験問題の作成

(２) 試験問題の校正

(３) 試験問題の採点

(４) 試験成績の報告

(５) その他試験問題及び採点に関し、入試委員会から委嘱を受けた事項

 （出題部会の事務） 

第１１条 出題部会の事務は、入試広報課において処理する。 

 （入学試験事務部会の構成） 

第１２条 入学試験事務部会（以下「事務部会」という。）に部会長及び委員を置き、

学長が委嘱する。 

２ 事務部会長は、学長があらかじめ指名した者をもって充てる。 

３ 事務部会長は、会議を招集し、その議長となる。 

４ 事務部会委員は、各学科長とする。 

５ 事務部会の定足数は、委員の過半数とし、その議決は、出席委員の過半数をもっ

て決する。 

 （事務部会の業務） 

第１３条 入学試験事務部会は、次に掲げる業務を行う。 

(１) 入試要項、入試ガイドの編集

(２) 試験監督、面接委員、補助員その他入試要員の配置等の企画立案

(３) 入学願書、調査書等の受理点検、報告及び保管

(４) 入試採点の集計、判定会議資料の作成

(５) 地方会場との連絡

(６) 合格通知書及び不合格通知書の点検・確認

(７) その他入試委員会から委嘱を受けた入試に関する業務

 （事務部会の事務） 

第１４条 事務部会の事務は、入試広報課において処理する。 

 （試験本部） 

第１５条 試験の実施に当たり試験本部を置く。 
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 （試験本部の構成） 

第１６条 試験本部は、次に掲げる者をもって構成する。 

(１) 学長、副学長

(２) 各学部長

(３) 出題部会長

(４) 事務部会長

(５) 事務局長

２ 試験本部長は学長をもって充てる。 

３ 学長は、副学長にその職務を代理させることができる。 

 （試験本部の事務） 

第１７条 試験本部の事務は、入試広報課において処理する。 

第３章 合否判定 

 （合否判定） 

第１８条 合否判定基準は、第２条に定める選考の結果及び人物評価、文化の技能を

考慮し、入試委員会で決定する。 

２ 合否判定は、前項に定める合否判定基準に基づき入試委員会において行う。 

３ 学士入学者、編入学者及び外国人入学者の合否判定は、関係学科で作成された判

定原案に基づき、入試委員会で行う。 

４ 特待生に関する選考基準は、別に定めるところによる。 

５ 帰国子女の入学者選考基準は、別に定めるところによる。 

（合格者の決定） 

第１９条 合格者の決定は、学長が入試委員会の意見を聴いて決定する。 

２ 学長は合格者を決定したときは、速やかに理事長に報告するものとする。 

附 則 

１ この規程は、昭和63年10月１日から施行する。 

２ 九州女子大学入試委員会規程（昭和60年４月１日）は、廃止する。 

附 則 

この規程は、平成２年10月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成８年９月４日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成17年５月30日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 

附 則 
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この規程は、平成18年12月12日から施行し、同年５月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成22年６月11日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成23年６月17日から施行し、同年６月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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